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ヨーロッパ倒産法の改正について

Ⅰ　

序
論

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
（
Ｅ
Ｕ
）
は
、
一
九
五
七
年
に
設
立
さ
れ
た

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
共
同
体
（
Ｅ
Ｗ
Ｇ
）
を
法
的
に
引
き
継
い
だ
も
の

で
あ
る
。
現
在
、
二
八
あ
る
Ｅ
Ｕ
の
構
成
国
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
機
能

条
約
（
Ａ
Ｅ
Ｕ
Ｖ
）
二
六
条
に
基
づ
き
、
モ
ノ
、
ヒ
ト
、
サ
ー
ヴ
ィ

ス
お
よ
び
資
本
の
自
由
な
往
来
が
保
障
さ
れ
た
、
障
壁
を
有
し
な
い

域
内
空
間
を
形
成
し
て
い
る
。
こ
の
域
内
市
場
の
主
役
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
企
業
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
企
業
は
、
よ
り
一
層
各
国
の
国
境
を

越
え
て
活
動
し
、
相
互
に
協
力
し
合
い
、
場
合
に
よ
っ
て
は
コ
ン

ツ
ェ
ル
ン
法
上
の
観
点
で
結
び
つ
い
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、
こ

こ
数
十
年
、
相
互
に
発
展
し
て
き
た
経
済
交
流
に
よ
っ
て
非
常
に
多

く
の
利
益
を
得
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
反
面
、
企
業
の
危
機
あ

る
い
は
倒
産
が
、
そ
の
企
業
の
本
拠
（Sitz

）
を
有
す
る
国
を
越
え

て
生
ず
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
倒
産
法
、
と
く
に
そ
の
国

際
的
局
面
が
、
Ｅ
Ｕ
に
お
い
て
も
は
や
各
国
の
法
秩
序
の
問
題
だ
け

で
は
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
レ
ベ
ル
で
規
律
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
は
な
ぜ
な
の
か
を
長
き
に
わ
た
っ
て
再
確
認
さ
せ
て
い
る
。
以
下

で
は
、
ま
ず
、
こ
の
関
係
で
現
在
極
め
て
重
要
な
、
倒
産
手
続
に
関

す
る
二
〇
一
五
年
五
月
二
〇
日
の
規
則
（N

r. 2015/848

）
の
背
景

と
重
要
な
改
正
（
第
Ⅱ
章
お
よ
び
第
Ⅲ
章
）、
そ
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

倒
産
法
に
お
け
る
そ
の
他
の
現
在
の
展
開
を
略
述
す
る
も
の
で
あ
る

（
第
Ⅳ
章
）。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
倒
産
法
の
改
正
に
つ
い
て

ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ハ
ウ

芳　

賀　

雅　

顯
／
訳

資 料
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Ⅱ　

二
〇
〇
〇
年
Ｅ
Ｕ
倒
産
規
則
か
ら
二
〇
一
五
年

Ｅ
Ｕ
倒
産
規
則
へ

１
．
背
景

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
際
倒
産
手
続
法
の
出
発
点
は
、
一
九
六
八
年
の
裁

判
管
轄
お
よ
び
執
行
に
関
す
る
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
条
約
（EuGV

Ü

）

で
あ
り）1
（

、
こ
れ
は
す
で
に
一
九
七
三
年
に
当
時
の
六
つ
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
経
済
共
同
体
加
盟
国
（
ベ
ル
ギ
ー
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ

リ
ア
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
お
よ
び
オ
ラ
ン
ダ
）
で
発
効
し
た
も
の
で

あ
る
。
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
条
約
は
、
民
事
お
よ
び
商
事
事
件
に
つ
い
て
、

国
際
裁
判
管
轄
お
よ
び
判
決
の
執
行
を
定
め
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、

〝
破
産
、
和
議
お
よ
び
そ
れ
ら
に
類
す
る
手
続
〟
を
明
確
に
除
外
し

て
い
た
（
一
条
二
文
二
号
）。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
際
倒
産

法
に
関
す
る
統
一
的
な
規
律
も
切
望
さ
れ
て
い
た
。
い
く
つ
か
の
試

み
が
失
敗
に
終
わ
っ
た
後
、
一
九
九
五
年
一
一
月
二
三
日
に
倒
産
手

続
に
関
す
る
条
約
が
合
意
に
至
っ
た）2
（

。
も
っ
と
も
、
条
約
の
発
効
は

イ
ギ
リ
ス
の
反
対
に
よ
り
実
現
し
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
条
約
の
内

容
に
問
題
が
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
政
治
的
な
理
由
に
よ
る
も
の
で

あ
っ
た
。

２
．
二
〇
〇
〇
年
Ｅ
Ｕ
倒
産
規
則

　

一
九
九
九
年
の
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
条
約
発
効
後
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
倒

産
法
は
大
い
に
発
展
す
る
こ
と
が
で
き
た）3
（

。
こ
の
条
約
の
一
般
的
な

目
的
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
を
〝
自
由
、
安
全
お
よ
び
法
に
つ
い
て

の
単
一
の
領
域
〟
と
し
て
形
成
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
一
次
法
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
変
更
に
よ
っ
て
、
域
内
市
場
の

円
滑
な
機
能
に
必
要
な
限
り
に
お
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
レ
ベ
ル
で
渉

外
民
事
事
件
に
関
す
る
措
置
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ

に
よ
っ
て
、
国
際
民
事
手
続
法
は
、
初
め
て
、
も
は
や
国
際
条
約
を

通
じ
て
で
は
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
レ
ベ
ル
で
直
接
適
用
さ
れ
る
規
則

を
通
じ
て
規
律
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
こ
の
新
た
な
権
限

に
基
づ
い
た
最
初
の
立
法
行
為
が
、
倒
産
手
続
に
関
す
る
二
〇
〇
〇

年
五
月
二
九
日
の
規
則
（N

r.1346/2000

）
で
あ
っ
た
（
以
下
で
は

二
〇
〇
〇
年
倒
産
規
則
と
す
る）4
（

）。
二
〇
〇
〇
年
倒
産
規
則
は
、
二

〇
〇
二
年
五
月
三
一
日
の
施
行
日
以
後
に
開
始
し
た
（
四
三
条
お
よ

び
四
七
条
）、
デ
ン
マ
ー
ク
を
除
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
の
す
べ
て
の

構
成
国
に
お
け
る
倒
産
手
続
を
カ
バ
ー
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
直
接

適
用
さ
れ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
と
し
て
、
二
〇
〇
〇
年
倒
産
規
則
は
、

そ
の
事
項
的
、
時
間
的
、
そ
し
て
場
所
的
・
人
的
観
点
に
お
け
る
適

用
範
囲
が
満
た
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
国
際
倒
産
に
関
す
る
各
構

成
国
の
規
定
（
ド
イ
ツ
で
は
、
倒
産
法
三
三
五
条
か
ら
三
四
八
条
）
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に
優
先
す
る
。

　

二
〇
〇
〇
年
倒
産
規
則
を
施
行
し
た
理
由
お
よ
び
規
律
の
重
点
は
、

規
則
の
検
討
理
由
に
書
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
企
業
が
ま
す
ま

す
各
国
の
国
境
を
越
え
て
活
動
す
る
た
め
、
一
つ
の
倒
産
は
、
域
内

市
場
の
秩
序
だ
っ
た
機
能
に
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な

り
、
そ
れ
ゆ
え
、
支
払
不
能
と
な
っ
た
債
務
者
の
財
産
に
関
す
る
措

置
に
つ
い
て
の
協
力
を
定
め
る
共
同
体
の
立
法
行
為
が
必
要
と
さ
れ

た
（
検
討
理
由
二
お
よ
び
三
）。
と
く
に
問
題
視
さ
れ
た
の
は
、
担

保
権
お
よ
び
個
々
の
債
権
者
の
優
先
権
に
つ
い
て
、
各
国
の
倒
産
法

の
扱
い
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
（
検
討
理
由
一
一
）。

こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
、
債
務
者
が
財
産
ま
た
は
法
的
紛
争
を
あ
る

構
成
国
か
ら
別
の
構
成
国
へ
と
移
動
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
よ
り
有

利
な
法
的
地
位
を
得
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
阻
止
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
さ
れ
た
（
検
討
理
由
四
）。
渉
外
的
効
力
を
有
す
る
倒
産

手
続
の
効
率
性
お
よ
び
実
効
性
を
高
め
る
た
め
に
、
国
際
倒
産
管
轄
、

［
外
国
倒
産
手
続
の
］
承
認
お
よ
び
［
国
際
倒
産
に
適
用
さ
れ
る
］

準
拠
法
［
決
定
］
に
関
す
る
規
定
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た

（
検
討
理
由
八
）。

　

二
〇
〇
〇
年
倒
産
規
則
は
、
各
構
成
国
の
法
秩
序
に
お
い
て
定
め

ら
れ
た
倒
産
手
続
に
関
す
る
も
の
の
う
ち
、
債
務
者
の
財
産
の
全
部

ま
た
は
一
部
の
差
押
え
お
よ
び
管
財
人
の
選
任
を
結
果
と
し
て
生
じ

さ
せ
る
包
括
手
続
だ
け
を
カ
バ
ー
す
る
（
二
〇
〇
〇
年
倒
産
規
則
一

条
一
項
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
債
務
者
が
自
然
人
か
法
人
か
、
商
人

か
非
商
人
か
は
問
題
で
は
な
い
（
検
討
理
由
九
）。
も
っ
と
も
、
保

険
会
社
、
信
用
機
関
お
よ
び
証
券
会
社
の
財
産
に
関
す
る
倒
産
手
続

は
、
除
外
さ
れ
た
（
二
〇
〇
〇
年
倒
産
規
則
一
条
二
項
）。

　

二
〇
〇
〇
年
倒
産
規
則
に
よ
る
と
、
普
及
効
を
伴
う
主
た
る
倒
産

手
続
は
、
債
務
者
が
主
た
る
利
益
の
中
心
を
有
す
る
場
所
（
二
〇
〇

〇
年
倒
産
規
則
三
条
一
項
）、
す
な
わ
ち
、
い
わ
ゆ
る
主
た
る
利
益

の
中
心
地
（center of m

ain interests

）、
つ
ま
り
Ｃ
Ｏ
Ｍ
Ｉ
を

有
す
る
構
成
国
に
お
い
て
開
始
す
る
。
ま
た
、
同
規
則
は
、
主
た
る

倒
産
手
続
と
並
行
し
て
、
債
務
者
が
営
業
所
を
有
す
る
構
成
国
で
第

二
倒
産
手
続
（Sekundärinsolvenzverfahren

）
を
開
始
す
る
こ

と
を
認
め
て
い
る
（
二
〇
〇
〇
年
倒
産
規
則
三
条
二
項
な
い
し
四
項
、

二
七
条
以
下
）。
三
条
一
項
に
い
う
と
こ
ろ
の
債
務
者
の
主
た
る
利

益
の
中
心
地
が
構
成
国
以
外
に
あ
る
債
務
者
は
、
二
〇
〇
〇
年
倒
産

規
則
に
よ
っ
て
カ
バ
ー
さ
れ
な
い
し
、
ま
た
、
こ
の
場
合
に
は
Ｅ
Ｕ

内
で
第
二
倒
産
手
続
が
開
始
す
る
こ
と
も
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
問
題

と
な
っ
て
い
る
債
務
者
企
業
が
第
三
国
（
た
と
え
ば
、
日
本
）
に
定

款
上
の
本
拠
（Satzungssitz

）
を
有
し
て
い
て
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
観
点
か
ら
Ｃ
Ｏ
Ｍ
Ｉ
が
Ｅ
Ｕ
に
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
。

　

抵
触
法
上
は
、
主
た
る
倒
産
手
続
に
つ
い
て
も
、
ま
た
場
合
に
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よ
っ
て
生
じ
る
属
地
的
倒
産
手
続
（Partikularverfahren

）
に
つ

い
て
も
、
原
則
と
し
て
倒
産
手
続
開
始
地
国
法
（lex fori 

concursus

）
が
適
用
さ
れ
る
（
二
〇
〇
〇
年
倒
産
規
則
四
条
お
よ

び
二
八
条
）。
す
な
わ
ち
、
関
係
人
お
よ
び
法
律
関
係
に
対
し
て
倒

産
手
続
が
有
す
る
す
べ
て
の
手
続
法
上
・
実
体
法
上
の
効
果
、
さ
ら

に
手
続
開
始
要
件
、
倒
産
手
続
の
進
展
お
よ
び
終
了
は
そ
れ
ぞ
れ
の

手
続
開
始
地
国
法
に
よ
っ
て
定
ま
る
。
こ
の
基
本
原
則
を
補
充
す
る

も
の
と
し
て
、
手
続
開
始
地
国
法
を
基
準
と
し
な
い
特
別
連
結
が
定

め
ら
れ
て
い
る
（
二
〇
〇
〇
年
倒
産
規
則
五
条
以
下
）。
す
な
わ
ち
、

物
権
法
上
の
権
利
に
は
特
別
連
結
が
妥
当
し
、
そ
の
根
拠
、
有
効
性

お
よ
び
適
用
範
囲
は
通
常
は
物
の
所
在
地
法
に
よ
っ
て
定
ま
る
の
で

あ
り
、
ま
た
、
一
定
の
労
働
法
上
の
諸
問
題
に
つ
い
て
も
特
別
連
結

が
妥
当
す
る
。

　

二
〇
〇
〇
年
倒
産
規
則
は
、
二
〇
〇
二
年
の
施
行
以
来
、
実
務
上

重
要
か
つ
信
頼
性
の
あ
る
法
的
枠
組
み
で
あ
る
こ
と
が
実
証
さ
れ
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
で
も
大
き
な
関
心
を
引
き
寄
せ
た）5
（

。
そ
の
後
の
改

正
は
、
主
と
し
て
［
倒
産
規
則
の
］
附
則
に
掲
げ
ら
れ
た
リ
ス
ト
に

含
ま
れ
る
手
続
と
管
財
人
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た）6
（

。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

倒
産
規
則
の
成
功
に
貢
献
し
て
き
た
の
は
、
と
く
に
、
一
連
の
先
行

判
決
手
続
を
通
じ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
が
、
疑
念
が
生
じ

た
解
釈
問
題
に
つ
い
て
回
答
す
る
機
会
を
有
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る）7
（

。

そ
う
す
る
こ
と
で
、
主
た
る
利
益
の
中
心
と
い
う
二
〇
〇
〇
年
倒
産

規
則
の
管
轄
シ
ス
テ
ム
に
と
っ
て
中
心
と
な
る
概
念
や
、
こ
れ
に
関

係
す
る
規
則
三
条
一
項
二
文
の
法
律
上
の
推
定
が
ど
の
よ
う
に
解
釈

さ
れ
る
べ
き
か
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
は
示
す
こ
と
が
で
き

た
）
8
（

。
ま
た
、
債
務
者
が
手
続
開
始
後
に
主
た
る
利
益
の
中
心
地
を
移

動
さ
せ
た
場
合
で
も
［
当
初
の
］
管
轄
は
維
持
さ
れ
る
（
管
轄
恒

定
：perpetuatio fori

）
こ
と
や）9
（

、
主
た
る
利
益
の
中
心
地
は
各
企

業
ご
と
に
個
別
に
審
査
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
、

管
轄
は
債
務
者
企
業
以
外
の
企
業
に
拡
張
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
こ
と

［
訳
者
注
：
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
を
形
成
す
る
Ａ
会
社
の
国
際
倒
産
管
轄

は
、
同
じ
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
を
形
成
す
る
Ｂ
会
社
が
倒
産
し
た
場
合
に

当
然
に
拡
張
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
］
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ

と
も
重
要
で
あ
る）（（
（

。
し
ば
し
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
は
、
ど

の
手
続
が
倒
産
法
上
の
性
質
を
有
し
、
ま
た
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ブ

リ
ュ
ッ
セ
ル
（
Ⅰ
）
規
則
（
現
在
で
は
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
（
Ⅰ
ａ
）
規

則
）
一
条
二
項
（
ｂ
）
に
基
づ
き
、
一
般
的
な
民
商
事
事
件
と
み
な

す
こ
と
が
否
定
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
に
関
わ
っ
て
き
た
。
通
常

の
給
付
訴
訟
は
、
た
と
え
倒
産
管
財
人
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
場
合

で
あ
っ
て
も
、
倒
産
し
た
請
求
権
者
が
そ
の
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と

が
で
き
た
の
で
あ
れ
ば
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
（
Ⅰ
ａ
）
規
則
に
い
う
一

般
的
民
商
事
事
件
に
含
ま
れ
る
と
さ
れ
る）（（
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、
ヨ
ー
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ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
は
、
と
く
に
否
認
権
訴
訟
を
二
〇
〇
〇
年
倒
産

規
則
に
含
ま
れ
る
と
し）（（
（

、
ま
た
、
た
と
え
被
告
が
Ｅ
Ｕ
構
成
国
内
に

住
所
を
有
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
そ
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
と
し
た）（（
（

。

さ
ら
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
倒
産
規
則
に
つ
い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判

所
が
下
し
た
裁
判
の
う
ち
、
別
の
重
点
領
域
は
、［
外
国
倒
産
手
続

の
］
承
認
に
関
す
る
法）（（
（

、
さ
ら
に
第
二
倒
産
手
続
に
関
す
る
個
別
問

題
）
（（
（

、
お
よ
び
、
倒
産
手
続
開
始
地
国
法
（lex fori concursus

）
の

及
ぶ
範
囲
と
そ
の
例
外
に
関
す
る
も
の
で
あ
る）（（
（

。

３
．
改
正
作
業
の
動
き

　

二
次
法
に
関
す
る
立
法
作
業
に
つ
き
通
常
な
さ
れ
る
の
と
同
様
に
、

二
〇
〇
〇
年
倒
産
規
則
も
ま
た
審
査
条
項
を
四
六
条
に
有
し
、
そ
れ

に
よ
る
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
委
員
会
は
、
お
そ
く
と
も
二
〇
一
二
年
六
月

ま
で
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
、
理
事
会
お
よ
び
経
済
社
会
委
員
会
に
対

し
て
、
倒
産
規
則
の
適
用
に
関
す
る
報
告
書
を
提
出
す
る
義
務
を

負
っ
て
い
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
委
員
会
は
、
若
干
遅
れ
て
二
〇
一
二
年

一
二
月
一
二
日
に
報
告
書
の
提
出
を
行
っ
た）（（
（

。
報
告
書
が
示
し
た
と

こ
ろ
に
よ
る
と
、
倒
産
規
則
は
一
般
的
に
は
十
分
機
能
し
て
い
る
と

判
断
さ
れ
た
も
の
の
、
国
境
を
越
え
た
倒
産
手
続
の
一
層
効
率
的
な

実
施
を
可
能
に
す
る
た
め
に
、
い
く
つ
か
の
規
定
の
適
用
を
改
善
す

る
余
地
が
あ
る
と
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
委
員
会
は
、
と
く
に
二
六
の

構
成
国
に
お
け
る
規
則
の
評
価
に
関
す
る
比
較
法
的
研
究
に
依
拠
し

た
）
（（
（

。
同
時
に
、
委
員
会
は
、
二
〇
一
二
年
一
二
月
一
二
日
に
、
報
告

書
と
と
も
に
、
二
〇
〇
〇
年
倒
産
規
則
の
変
更
に
関
す
る
提
案
を

行
っ
た
が）（（
（

、
そ
れ
は
大
き
な
関
心
を
呼
び
、
学
説
に
お
い
て
詳
細
な

議
論
が
な
さ
れ
た）（（
（

。
委
員
会
草
案
は
、
そ
の
後
、
立
法
手
続
に
お
い

て
担
当
機
関
に
よ
っ
て
審
議
さ
れ
、
そ
の
際
に
、
こ
の
種
の
事
案
で

よ
く
あ
る
こ
と
で
あ
る
が
少
な
か
ら
ず
修
正
が
加
え
ら
れ
た
。

４
．
二
〇
一
五
年
Ｅ
Ｕ
倒
産
規
則

　

改
正
に
向
け
た
努
力
の
結
果
、
倒
産
手
続
に
関
す
る
規
則
（N

r. 
2015/848. 

以
下
で
は
二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
と
い
う
）
は
、
二
〇

一
五
年
五
月
二
〇
日
に
、
す
な
わ
ち
、
二
〇
〇
〇
年
倒
産
規
則
施
行

一
五
年
を
間
近
に
迎
え
る
日
に
公
布
さ
れ
た
。
そ
れ
ま
で
の
倒
産
規

則
と
比
べ
て
、
二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
は
、
非
常
に
規
模
が
大
き
く

な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
検
討
理
由
は
三
三
か
ら
八
九
に
な
り
、
ま
た

条
文
数
は
四
七
か
ら
九
二
に
増
え
た
。
二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
は
、

従
前
の
基
本
構
造
や
多
く
の
基
本
的
判
断
を
踏
襲
な
い
し
発
展
さ
せ

た
が
、
細
部
で
は
多
く
の
変
更
を
行
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
規
則
の

立
法
者
は
、
た
ん
な
る
規
則
の
変
更
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
ま
っ
た

く
新
し
い
立
法
手
続
を
行
う
よ
う
に
指
示
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る）（（
（

。

二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
の
附
則
Ｄ
に
掲
げ
ら
れ
た
表
は
、
多
く
の
修
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正
が
な
さ
れ
た
も
の
の
、
双
方
の
規
則
を
比
較
す
る
手
助
け
に
な
る
。

　

二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
の
外
形
的
構
造
は
、
従
前
の
法
と
広
範
囲

に
わ
た
り
一
致
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
詳
細
な
検
討
理
由
に
基
づ

き
、
第
一
章
に
お
い
て
は
、
と
く
に
適
用
範
囲
、
国
際
倒
産
管
轄
、

お
よ
び
準
拠
法
に
関
す
る
一
般
規
定
が
続
い
て
い
る
。
そ
れ
に
引
き

続
き
、
第
二
章
は
承
認
問
題
、
第
三
章
は
―
―
か
な
り
増
加
し
た
が

―
―
第
二
倒
産
手
続
、
そ
し
て
第
四
章
は
債
権
者
の
情
報
提
供
お
よ

び
債
権
届
出
で
あ
る
。
経
過
規
定
お
よ
び
最
終
規
定
に
関
す
る
最
終

章
（
こ
れ
ま
で
は
第
五
章
、
現
在
は
第
七
章
）
の
前
に
、
二
〇
一
五

年
倒
産
規
則
で
は
二
つ
の
ま
っ
た
く
新
し
い
章
、
す
な
わ
ち
、
コ
ン

ツ
ェ
ル
ン
倒
産
に
関
す
る
章
（
第
五
章
）、
お
よ
び
デ
ー
タ
保
護
に

関
す
る
章
（
第
六
章
）
が
挿
入
さ
れ
た
。

　

二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
は
、
す
で
に
二
〇
一
五
年
六
月
二
五
日
に

発
効
し
て
い
る
（
九
二
条
）。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
倒
産
規
則
は
、
二

〇
一
七
年
六
月
二
六
日
以
降
に
開
始
し
た
倒
産
手
続
に
対
し
て
の
み

適
用
さ
れ
る
（
八
四
条
一
項
一
文
）
（（
（

）。
二
〇
〇
〇
年
倒
産
規
則
は
廃

止
さ
れ
る
も
の
の
（
九
一
条
一
項
）、
二
〇
一
七
年
六
月
二
六
日
よ

り
も
前
に
開
始
し
た
、
あ
る
い
は
開
始
す
る
で
あ
ろ
う
手
続
に
つ
い

て
は
、
引
き
続
き
基
準
と
な
る
（
八
四
条
二
項
）。
ま
た
、
債
務
者

が
そ
れ
以
前
に
な
し
た
法
的
行
為
に
つ
い
て
も
、
従
前
の
法
状
況
が

引
き
続
き
妥
当
す
る
（
八
四
条
一
項
二
文
）。
二
〇
一
五
年
倒
産
規

則
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
い
く
つ
か
の
変
更
は
、
各
構
成
国
レ
ベ
ル

で
、
新
た
な
実
施
規
則
の
制
定
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

ド
イ
ツ
に
つ
い
て
は
、
連
邦
司
法
省
が
二
〇
一
六
年
七
月
二
七
日
に

ド
イ
ツ
で
の
実
施
法
に
関
す
る
参
事
官
草
案
を
提
出
し
て
い
る
。
そ

し
て
、
そ
の
計
画
に
よ
る
と
、
倒
産
法
施
行
法
（EGInsO

）
に
新

た
な
規
定
（
一
〇
二
ｃ
条
）
を
挿
入
し
、
そ
の
規
定
は
二
五
の
条
文

を
有
す
る
と
さ
れ
て
い
る）（（
（

。

　

場
所
的
・
人
的
観
点
か
ら
は
、
二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
は
二
〇
〇

〇
年
倒
産
規
則
と
同
様
に
、
デ
ン
マ
ー
ク
を
除
く
Ｅ
Ｕ
全
体
に
適
用

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
（
参
照
、
検
討
理
由
八
八
）。
イ
ギ
リ
ス
お
よ

び
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
、
司
法
協
力
に
関
す
る
立
法
に
つ
い
て
は
選
択

権
を
留
保
し
て
い
る
が
、
両
国
は
二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
の
適
用
を

認
め
る
と
の
選
択
権
を
行
使
し
た
（
参
照
、
検
討
理
由
八
七
）。

も
っ
と
も
イ
ギ
リ
ス
に
つ
い
て
は
、［
現
実
に
］
そ
の
よ
う
に
な
る

の
か
は
、
間
近
に
迫
っ
た
Ｅ
Ｕ
脱
退
（
“Brexit

”）
に
か
ん
が
み
る

と
大
い
に
疑
問
が
あ
る）（（
（

。

Ⅲ　

二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
の
重
要
な
改
革

　

以
下
で
は
、
二
〇
〇
〇
年
倒
産
規
則
と
比
較
し
て
、
二
〇
一
五
年

倒
産
規
則
が
有
す
る
も
っ
と
も
重
要
な
改
革
を
紹
介
す
る）（（
（

。
説
明
の
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順
番
は
、
二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
の
外
形
的
枠
組
み
に
沿
う
も
の
で

あ
る）（（
（

。

１
．
事
項
的
適
用
範
囲
の
拡
大

　

二
〇
〇
〇
年
倒
産
規
則
と
同
様
に
、
二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
は
、

固
有
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
倒
産
手
続
を
創
設
し
た
の
で
は
な
く
各
構
成
国

の
倒
産
法
に
積
み
上
げ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
各
構
成
国
に

よ
っ
て
指
定
さ
れ
た
附
則
Ａ
で
掲
げ
ら
れ
た
手
続
を
対
象
と
す
る

（
二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
一
条
一
項
三
段
、
従
前
は
二
〇
〇
〇
年
倒

産
規
則
二
条
（
ａ
））。
そ
の
際
、
附
則
Ａ
に
お
い
て
手
続
の
種
類
を

掲
げ
る
と
い
う
の
は
、
た
ん
に
リ
ス
ト
に
掲
げ
た
と
い
う
こ
と
だ
け

で
は
な
く
、
規
則
の
適
用
と
の
関
係
に
お
い
て
創
設
的
な
効
果
を
も

意
味
す
る
。
と
く
に
、
こ
の
附
則
に
お
い
て
掲
げ
ら
れ
た
手
続
の
種

類
の
効
力
だ
け
が
、
二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
一
九
条
以
下
（
従
前
は
、

二
〇
〇
〇
年
倒
産
規
則
一
六
条
以
下
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
た
だ
ち

に
他
の
す
べ
て
の
構
成
国
に
お
い
て
承
認
さ
れ
る
。

　

二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
は
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
に
、
包
括
手
続
と

い
う
概
念
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
の
概
念
は
、
現
在
、
二
条
一
号

に
お
い
て
定
義
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
、
す
べ
て
の
債
権
者

が
関
与
す
る
の
で
は
な
く
て
、
債
権
者
の
う
ち
主
要
な
者
だ
け
が
関

与
す
る
手
続
も
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
注
目
に
値
す
る
（
参
照
、

検
討
理
由
一
四
）。
ま
た
、
倒
産
手
続
の
開
始
が
公
に
知
ら
さ
れ
る

こ
と
が
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
、〝
公
開
の
包
括
手
続
〟
で
は
な
い
、
秘

密
裏
に
実
施
さ
れ
る
倒
産
手
続
も
ま
た
将
来
に
わ
た
り
除
外
さ
れ
た

ま
ま
で
あ
る
（
検
討
理
由
一
二
お
よ
び
一
三
）。

　

と
く
に
重
要
と
思
わ
れ
る
の
は
、
附
則
Ａ
に
掲
げ
る
対
象
と
な
っ

た
各
構
成
国
の
手
続
の
数
が
非
常
に
増
え
た
こ
と
で
あ
る
（
こ
の
点

に
つ
い
て
は
、
検
討
理
由
九
か
ら
一
八
を
参
照
）。
二
〇
〇
〇
年
倒

産
規
則
が
、〝
債
務
者
の
倒
産
を
前
提
と
し
、
債
務
者
の
す
べ
て
ま

た
は
一
部
の
財
産
の
差
押
、
お
よ
び
管
財
人
の
選
任
を
生
じ
さ
せ

る
〟（
二
〇
〇
〇
年
倒
産
規
則
一
条
一
項
）
包
括
手
続
に
つ
い
て
の

み
適
用
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
は
、
そ
の
事

項
的
適
用
範
囲
を
明
ら
か
に
拡
大
し
た
。
す
な
わ
ち
、
今
度
は
、

〝
暫
定
的
手
続
を
含
む
公
開
の
包
括
手
続
が
対
象
と
な
る
が
、
こ
の

包
括
手
続
は
、
倒
産
に
関
す
る
法
律
上
の
規
定
に
基
づ
い
て
実
施
さ

れ
、
か
つ
救
済
、
債
務
調
整
、
更
生
ま
た
は
清
算
す
る
た
め
に
、

（
ａ
）
債
務
者
か
ら
、
そ
の
者
の
財
産
に
関
す
る
処
分
権
能
を
全
面

的
ま
た
は
部
分
的
に
奪
い
、
そ
し
て
管
財
人
が
選
任
さ
れ
る
場
合
、

（
ｂ
）
債
務
者
の
財
産
お
よ
び
行
為
が
、
裁
判
所
の
管
理
も
し
く
は

監
督
に
服
す
る
場
合
、
ま
た
は
（
ｃ
）
債
務
者
と
債
権
者
と
の
交
渉

を
可
能
に
す
る
た
め
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
、
ま
た
は
法
律
の
規
定
に

基
づ
き
個
別
執
行
手
続
が
一
時
的
に
中
止
さ
れ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
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そ
の
中
止
さ
れ
た
手
続
が
総
債
権
者
の
保
護
の
た
め
に
適
切
な
措
置

を
規
定
し
て
お
り
、
か
つ
、（
ａ
）
ま
た
は
（
ｂ
）
に
掲
げ
ら
れ
た

手
続
の
う
ち
の
一
つ
を
前
置
す
る
こ
と
に
合
意
が
見
い
だ
さ
れ
な

か
っ
た
場
合
〟
に
な
さ
れ
る
手
続
の
す
べ
て
を
含
む
も
の
で
あ
る

（
二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
一
条
一
項
一
段
）。

　

二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
一
条
一
項
の
新
規
定
、
お
よ
び
二
条
三
号

で
の
新
た
な
法
律
用
語
の
定
義
に
よ
り
、
倒
産
手
続
に
お
け
る
債
務

者
自
身
に
よ
る
財
産
管
理
も
ま
た
［
規
則
の
適
用
に
］
含
ま
れ
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
自
明
の
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
す
で
に
二
〇
〇
〇
年
倒
産
規
則
は
、
た
と
え
ば
、
倒

産
法
二
七
〇
条
に
基
づ
く
ド
イ
ツ
倒
産
法
上
の
自
己
管
理
に
対
し
て

適
用
可
能
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
（
二
〇
〇
〇
年
倒
産
規
則
二
条

（
ｂ
）
に
関
す
る
附
則
Ｃ
は
、
倒
産
法
二
七
四
条
に
い
う
と
こ
ろ
の

監
督
人
（Sachw

alter

）
も
記
載
し
て
い
る
）。
さ
ら
に
、
注
目
す

べ
き
と
思
わ
れ
る
の
は
、
将
来
、
倒
産
開
始
前
ま
た
は
倒
産
回
避
の

た
め
に
実
施
さ
れ
る
も
の
の
、
管
財
人
が
選
任
さ
れ
ず
、
ま
た
債
務

者
の
財
産
に
対
す
る
差
押
も
な
さ
れ
な
い
、
た
ん
な
る
再
建
手
続
も

含
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
倒
産
の
蓋
然
性
が
あ
る
と

い
う
こ
と
だ
け
で
、
そ
の
よ
う
な
手
続
が
開
始
す
る
な
ら
ば
、
そ
の

手
続
の
目
的
は
債
務
者
の
倒
産
を
回
避
す
る
こ
と
か
、
あ
る
い
は
債

務
者
の
営
業
活
動
停
止
を
回
避
す
る
こ
と
で
あ
る
（
二
〇
一
五
年
倒

産
規
則
一
条
一
項
二
段
）。
こ
の
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
法
の
視
点
か
ら

す
る
と
、
倒
産
法
二
七
〇
ａ
条
に
基
づ
く
暫
定
的
自
己
管
理
手
続
お

よ
び
倒
産
法
二
七
〇
ｂ
条
に
基
づ
く
い
わ
ゆ
る
傘
の
保
護
手
続

（Schutzschirm
verfahren

）
も
、
そ
れ
ぞ
れ
暫
定
的
な
監
督
人

だ
け
が
選
任
さ
れ
る
こ
と
か
ら
（
倒
産
法
二
七
〇
ａ
条
一
項
二
文
、

同
法
二
七
〇
ｂ
条
二
項
一
文
）、
二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
の
適
用
範

囲
に
含
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る）（（
（

。

２
．
主
た
る
倒
産
手
続
の
国
際
倒
産
管
轄

　

主
た
る
倒
産
手
続
を
開
始
す
る
国
際
倒
産
管
轄
は
、
こ
れ
ま
で
と

同
様
に
主
た
る
利
益
の
中
心
地
（
Ｃ
Ｏ
Ｍ
Ｉ
）
に
連
結
し
て
お
り
、

現
在
は
、
―
―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
の
判
決
に
し
た
が
い）（（
（

―
―

規
則
独
自
に
定
義
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、〝
債
務
者
が
、
通
常
、

自
己
の
利
益
を
管
理
し
、
か
つ
第
三
者
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
場
所
〟
が
そ
う
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
二
〇
一
五
年

倒
産
規
則
三
条
一
項
一
段
二
文
）。
外
形
的
な
認
識
可
能
性
を
基
準

に
し
た
こ
と
は
（
い
わ
ゆ
る
、business activity approach

）、
重

要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
れ
と

反
対
の
立
場
（
い
わ
ゆ
る
、m

ind of m
anagem

ent approach

）

が
否
定
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
妥
当
し
て
き
た
推
定
、
す
な
わ
ち
、
企
業
ま
た
は
法
人
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の
主
た
る
利
益
の
中
心
地
（
Ｃ
Ｏ
Ｍ
Ｉ
）
が
そ
の
本
拠
地
（O

rt 
ihres Sitzes

）
で
あ
る
と
の
推
定
は
、
維
持
さ
れ
て
い
る
（
二
〇

一
五
年
倒
産
規
則
三
条
一
項
二
段
一
文
）。
補
充
的
に
、
規
則
の
立

法
者
は
、
今
度
は
、
そ
れ
に
相
当
す
る
推
定
を
自
然
人
に
つ
い
て
規

定
し
た
。
す
な
わ
ち
、
債
務
者
が
独
立
し
た
営
業
活
動
ま
た
は
自
由

業
を
営
む
場
合
に
は
主
た
る
営
業
所
、
そ
の
他
の
場
合
に
は
常
居
所

が
基
準
と
し
て
設
け
ら
れ
た
（
二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
三
条
一
項
三

段
一
文
お
よ
び
四
段
一
文
）。
こ
れ
ら
三
つ
の
推
定
は
す
べ
て
、
反

対
事
実
の
証
明
（Bew

eis des Gegenteils

）
に
よ
っ
て
覆
す
こ

と
が
可
能
で
あ
り
、
検
討
理
由
三
〇
は
、
―
―
こ
こ
で
も
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
に
な
ら
っ
て）（（
（

―
―
こ
れ
に
近
い
こ
と
を
示
し
て

い
る
。

　

基
準
と
な
る
状
況
（
本
拠
、
主
た
る
営
業
所
ま
た
は
常
居
所
）
が
、

倒
産
手
続
開
始
申
立
前
の
一
定
期
間
の
う
ち
に
別
の
構
成
国
に
移
動

し
た
場
合
に
は
、
推
定
は
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
示
さ
れ
た
（
二

〇
一
五
年
倒
産
規
則
三
条
一
項
二
段
か
ら
四
段
の
各
二
文
）。
こ
の
、

い
わ
ゆ
る
不
信
期
間
（Suspektperioden

）
ま
た
はlock back 

periods

は
三
か
月
間
で
あ
る
が
、
常
居
所
に
つ
い
て
は
六
か
月
と

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
新
し
い
規
律
の
背
景
は
債
務
者
に
よ
る
い
わ
ゆ

る
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
を
阻
止
す
る
こ
と
に
あ
る
が
、
規

則
の
立
法
者
は
、
こ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
を
好
ま
し
く

な
い
と
考
え
た
だ
け
で
な
く
、
詐
欺
ま
た
は
権
利
濫
用
に
近
い
も
の

で
あ
る
―
―
正
し
く
は
区
別
が
で
き
な
い
―
―
と
考
え
た
（
検
討
理

由
二
九
お
よ
び
三
一
）
（（
（

）。
不
信
期
間
は
法
律
上
の
推
定
だ
け
を
覆
す

こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
り
、
主
た
る
利
益
の
中
心
地
（
Ｃ
Ｏ
Ｍ

Ｉ
）
が
個
別
具
体
的
事
案
に
お
い
て
申
立
て
の
直
前
に
実
際
に
移
動

し
た
と
証
明
す
る
こ
と
は
依
然
と
し
て
可
能
で
あ
る）（（
（

。

　

こ
れ
と
関
連
し
て
、
倒
産
手
続
の
申
立
て
が
な
さ
れ
た
裁
判
所
が
、

あ
る
い
は
、
裁
判
所
に
申
立
て
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
管
財

人
が
、
職
権
で
倒
産
手
続
開
始
の
た
め
の
国
際
管
轄
を
審
理
す
る
こ

と
に
関
し
て
新
し
い
規
律
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
も
言
及
に
値
す
る

（
二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
四
条
）
（（
（

）。
さ
ら
に
、
債
務
者
、
債
権
者
お
よ

び
―
―
倒
産
法
廷
地
法
に
基
づ
き
―
―
他
の
手
続
関
係
者
が
、
主
た

る
倒
産
手
続
開
始
の
判
断
を
取
消
す
可
能
性
も
新
た
に
定
め
ら
れ
た

（
二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
五
条
）。
ど
の
よ
う
な
法
的
救
済
が
こ
れ
に

対
し
て
認
め
ら
れ
る
の
か
は
、
も
ち
ろ
ん
、
規
則
で
は
定
め
ら
れ
て

お
ら
ず
、
倒
産
法
廷
地
法
で
あ
る
［
各
構
成
国
の
倒
産
に
関
係
す
る

国
内
］
手
続
法
に
課
さ
れ
て
い
る）（（
（

。

　

先
に
挙
げ
た
措
置
が
、
い
わ
ゆ
る
免
責
を
追
い
求
め
る
ツ
ア
ー

（Restschuldbefreiungs-T
ourism

us 

訳
者
注
：
免
責
の
可
否
や

条
件
に
つ
い
て
は
各
構
成
国
で
異
な
る
た
め
、
債
務
者
は
免
責
獲
得

に
有
利
な
国
で
倒
産
手
続
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
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シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
の
一
形
態
）
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
を
な
く
さ
せ
る
の

に
実
効
性
が
あ
る
の
か
、
そ
の
判
断
に
は
今
し
ば
ら
く
時
間
を
要
す

る
）
（（
（

。
そ
の
他
に
、
外
国
倒
産
手
続
の
承
認
に
関
す
る
法
に
つ
い
て
は
、

新
し
く
ル
ー
ル
化
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
を
要
す
る
。
す

な
わ
ち
、
倒
産
手
続
の
開
始
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
レ
ベ
ル
で
承
認
さ
れ
る

こ
と
（
二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
一
九
条
一
項
一
文
、
従
前
は
二
〇
〇

〇
年
倒
産
規
則
一
六
条
一
項
一
文
）、
承
認
義
務
は
倒
産
手
続
の
開

始
お
よ
び
終
了
に
つ
い
て
下
さ
れ
た
裁
判
に
も
及
ぶ
こ
と
（
二
〇
一

五
年
倒
産
規
則
三
二
条
一
項
、
従
前
は
二
〇
〇
〇
年
倒
産
規
則
二
五

条
一
項
）、
そ
し
て
外
国
倒
産
手
続
の
承
認
は
例
外
的
に
公
序
の
留

保
に
基
づ
く
場
合
に
の
み
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
（
二
〇
一

五
年
倒
産
規
則
三
三
条
、
従
前
は
二
〇
〇
〇
年
倒
産
規
則
二
六
条
）

は
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
で
あ
る
。
正
当
な
立
場
に
よ
れ
ば
、
免
責
可

能
性
を
得
よ
う
と
し
て
債
務
者
が
そ
の
Ｃ
Ｏ
Ｍ
Ｉ
を
濫
用
的
に
他
の

構
成
国
に
移
動
し
た
場
合
に
、
手
続
開
始
地
国
の
裁
判
所
が
国
際
倒

産
管
轄
を
十
分
に
審
査
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
公
序
違
反
が
あ
っ

た
と
は
い
え
な
い）（（
（

。
ま
た
、
二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
三
条
も
四
条
も
、

た
だ
ち
に
公
序
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
と
同

様
で
あ
る
。
こ
れ
と
異
な
り
、
倒
産
手
続
開
始
地
国
に
お
け
る
裁
判

所
が
、
二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
五
条
に
反
し
て
、
国
際
倒
産
管
轄
を

認
め
る
こ
と
に
反
対
す
る
債
権
者
に
実
効
的
権
利
保
護
を
与
え
な

か
っ
た
場
合
に
は
、
公
序
違
反
と
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。

３
．
関
連
手
続
に
関
す
る
国
際
倒
産
管
轄

　

長
い
間
に
わ
た
っ
て
大
い
に
議
論
さ
れ
て
き
た
の
は
、
い
わ
ゆ
る

関
連
訴
訟
な
い
し
倒
産
財
団
増
殖
訴
訟
（A

nnex- bzw
. 

M
asseanreicherungsklagen

）
が
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
（
Ⅰ
）
規
則

ま
た
は
二
〇
〇
〇
年
倒
産
規
則
の
適
用
範
囲
の
い
ず
れ
に
含
ま
れ
る

の
か
、
そ
し
て
、
ど
の
管
轄
ル
ー
ル
が
適
用
さ
れ
る
の
か
で
あ
っ
た）（（
（

。

周
知
の
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
は
、
実
務
上
最
も
重
要

な
ケ
ー
ス
、
す
な
わ
ち
否
認
権
訴
訟
に
つ
き
二
〇
〇
〇
年
倒
産
規
則

が
事
項
的
に
適
用
さ
れ
、
ま
た
同
規
則
三
条
一
項
が
関
係
す
る
と
し

て
、
こ
の
議
論
を
終
結
さ
せ
た）（（
（

。
そ
れ
に
よ
る
と
、
ひ
と
た
び
裁
判

所
の
管
轄
が
主
た
る
倒
産
手
続
開
始
地
国
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
と
、

こ
の
こ
と
は
―
―
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
（
Ⅰ
）
規
則
の
体
系
で
定
め
ら
れ

て
い
る
被
告
住
所
地
原
則
（actor sequitur forum

 rei

）
の
基
本

原
則
と
は
異
な
り
―
―
否
認
権
訴
訟
の
相
手
方
が
他
の
構
成
国
に
住

所
を
有
し
て
い
る
場
合
に
も
妥
当
す
る
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
進
ん
で

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
は
、
後
に
関
連
訴
訟
に
つ
い
て
、
被
告
が

第
三
国
に
住
所
を
有
す
る
場
合
に
も
倒
産
手
続
に
お
け
る
管
轄
集
中

（vis attractive concursus

）
を
肯
定
し
た）（（
（

。

　

規
則
の
立
法
者
は
、
こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
の
判
決
を
二
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〇
一
五
年
倒
産
規
則
六
条
で
採
用
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
二
〇
一

五
年
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
倒
産
規
則
三
条
に
基
づ
く
管
轄
は
、〝
倒
産
手
続

か
ら
直
接
生
じ
、
か
つ
密
接
な
関
係
に
あ
る
〟
訴
訟
に
拡
張
さ
れ
る

と
し
た
（
六
条
一
項
）。
そ
の
際
に
、
例
と
し
て
否
認
権
訴
訟
が
挙

げ
ら
れ
た
が
、
し
か
し
、
そ
れ
に
限
ら
れ
る
と
は
し
な
か
っ
た
。
そ

れ
以
外
に
ど
の
よ
う
な
事
件
類
型
が
倒
産
法
特
有
の
関
連
訴
訟
に
分

類
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
規
則
は
答
え
て
お
ら
ず
、
む

し
ろ
、
各
国
の
法
に
委
ね
ら
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る）（（
（

。
い
ず
れ
に

し
て
も
、
検
討
理
由
三
五
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
債
務
者

が
手
続
開
始
前
に
締
結
し
た
契
約
か
ら
生
じ
た
義
務
の
履
行
に
関
す

る
通
常
訴
訟
は
、
こ
れ
に
該
当
す
る
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。

　

二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
六
条
一
項
が
原
則
と
し
て
専
属
管
轄
で
あ

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る）（（
（

。
も
っ
と
も
、
管
財
人
は
、
―
―
あ
る
い

は
自
己
管
理
の
場
合
に
は
、
債
務
者
が
―
―
二
〇
一
五
年
倒
産
規
則

六
条
二
項
お
よ
び
三
項
に
基
づ
き
、
関
連
訴
訟
を
被
告
の
住
所
地
に

お
い
て
も
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
関
連
訴

訟
が
同
一
被
告
に
対
す
る
別
個
の
民
商
事
法
上
の
訴
訟
と
密
接
な
関

係
に
立
ち
、
か
つ
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
（
Ⅰ
ａ
）
規
則
四
条
以
下
に
基
づ

き
、
後
者
の
訴
訟
に
つ
い
て
住
所
地
国
裁
判
所
が
管
轄
を
有
す
る
場

合
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
検
討
理
由
三
五
が
挙
げ
て
い
る
例

と
し
て
は
、
倒
産
管
財
人
が
企
業
経
営
者
に
対
し
て
責
任
追
及
を
行

い
、
そ
の
際
に
、
倒
産
法
上
の
責
任
訴
訟
（
す
な
わ
ち
、
関
連
訴

訟
）
を
そ
の
他
の
会
社
法
上
ま
た
は
不
法
行
為
法
上
の
訴
え
に
併
合

す
る
場
合
で
あ
る
。

　

関
連
訴
訟
で
下
さ
れ
た
判
決
の
承
認
は
、
二
〇
一
五
年
倒
産
規
則

三
二
条
一
項
二
段
に
し
た
が
っ
て
、
倒
産
手
続
に
お
け
る
裁
判
に
関

し
て
二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
で
定
め
ら
れ
て
い
る
ル
ー
ル
に
よ
り
判

断
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
三
二
条
二
項
に
し
た

が
っ
て
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
（
Ⅰ
ａ
）
規
則
の
規
定
に
よ
り
判
断
さ
れ

る
わ
け
で
は
な
い
。

４
．
抵
触
法

　

二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
は
、
倒
産
抵
触
法
に
つ
い
て
変
更
を
ほ
と

ん
ど
行
っ
て
い
な
い
。
労
働
契
約
に
関
す
る
特
別
連
結
に
つ
い
て
二

〇
一
五
年
倒
産
規
則
一
三
条
二
項
に
お
い
て
挿
入
さ
れ
明
確
に
さ
れ

た
点
、
す
な
わ
ち
、
労
働
契
約
の
終
了
ま
た
は
変
更
に
関
す
る
同
意

に
つ
い
て
は
、
主
た
る
倒
産
手
続
が
開
始
し
た
国
の
裁
判
所
が
た
だ

ち
に
管
轄
を
有
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ

た
が
、
こ
れ
は
本
来
の
意
味
で
の
抵
触
規
範
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、

倒
産
手
続
の
効
力
が
係
属
中
の
訴
訟
に
及
ぼ
す
影
響
に
関
す
る
規
律

が
補
充
さ
れ
た
と
説
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
倒
産
財
団
の
対
象
に
つ

い
て
仲
裁
手
続
が
申
し
立
て
ら
れ
た
場
合
に
、
倒
産
手
続
が
ど
の
よ
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う
な
効
果
を
有
す
る
の
か
と
い
う
問
題
は
仲
裁
手
続
の
法
に
服
す
る

こ
と
を
、
二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
一
八
条
は
明
確
に
し
た
。
も
っ
と

も
、
仲
裁
判
断
の
承
認
お
よ
び
執
行
に
関
す
る
規
定
は
、
こ
の
ル
ー

ル
に
よ
っ
て
変
更
を
受
け
る
も
の
で
は
な
い
（
検
討
理
由
七
三
の
二

文
）。

５
．
倒
産
の
登
録

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
レ
ベ
ル
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
倒
産
の
登
録

を
行
う
シ
ス
テ
ム
が
暫
時
導
入
さ
れ
た
こ
と
は
、
二
〇
一
五
年
倒
産

規
則
の
重
要
な
改
革
で
あ
る
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
検
討
理
由
七

五
か
ら
八
〇
を
参
照
）。
こ
の
こ
と
を
通
じ
て
、
法
的
交
流
お
よ
び

商
取
引
［
に
際
し
て
］
は
、
Ｅ
Ｕ
で
開
始
し
進
行
し
て
い
る
す
べ
て

の
倒
産
な
い
し
再
生
手
続
に
つ
い
て
、
容
易
、
即
時
か
つ
無
料
で
情

報
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
。
ド
イ
ツ
を
は
じ
め
い
く

つ
か
の
構
成
国
で
は
、
す
で
に
オ
ン
ラ
イ
ン
で
ア
ク
セ
ス
が
可
能
な

倒
産
登
録
［
制
度
］
が
あ
り）（（
（

、
ま
た
す
で
に
二
〇
一
四
年
七
月
以
来
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
ポ
ー
タ
ル
に
相
互
に
リ
ン
ク
し
て
い
る）（（
（

。
二
〇
一

五
年
倒
産
規
則
は
、
こ
の
制
度
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
の
目
的

［
の
達
成
］
の
た
め
に
、
二
四
条
お
よ
び
二
七
条
は
、
い
ま
や
す
べ

て
の
構
成
国
に
対
し
て
、
国
内
レ
ベ
ル
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ベ
ー
ス

の
倒
産
登
録
［
制
度
］
を
導
入
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
、
少
な
く
と

も
規
則
で
定
め
ら
れ
た
情
報
に
つ
い
て
は
、
無
料
で
ア
ク
セ
ス
で
き

る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。
デ
ー
タ
保
護
法
に
基
づ

い
て
、
自
然
人
の
倒
産
に
つ
い
て
は
例
外
が
定
め
ら
れ
て
い
る
（
二

〇
一
五
年
倒
産
規
則
二
四
条
四
項
お
よ
び
二
七
条
三
項
）。
次
の
ス

テ
ッ
プ
と
し
て
は
、
す
で
に
設
け
ら
れ
た
、
あ
る
い
は
新
し
い
ル
ー

ル
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
各
国
の
登
録
［
制
度
］
は
、

相
互
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
二
〇
一
五

年
倒
産
規
則
二
五
条
）。
す
な
わ
ち
、
遅
く
と
も
二
〇
一
九
年
六
月

二
六
日
ま
で
に
、
Ｅ
Ｕ
司
法
ポ
ー
タ
ル
に
お
い
て
、
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
で

集
中
化
し
た
電
子
ア
ク
セ
ス
の
ポ
イ
ン
ト
を
設
置
す
る
よ
う
に
努
力

が
な
さ
れ
て
い
る
（https://e-justice.europa.eu

）。
こ
の
シ
ス

テ
ム
は
、
各
国
の
す
べ
て
の
倒
産
登
録
に
お
け
る
、
義
務
に
関
す
る

情
報
や
、
そ
の
他
す
べ
て
の
書
類
や
情
報
の
検
索
を
Ｅ
Ｕ
の
す
べ
て

の
公
用
語
で
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ベ
ー
ス
に
よ
る
倒
産
登
録
と
い
う
新
し
い

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
規
律
、
す
な
わ

ち
、
倒
産
手
続
の
開
始
に
関
す
る
裁
判
や
、
そ
れ
に
伴
い
必
要
に
応

じ
て
な
さ
れ
る
管
財
人
の
選
任
に
関
す
る
裁
判
が
他
の
構
成
国
に
お

い
て
公
告
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
ら
の
国
で
登
録
さ
れ
る
と
の
規
律
が
変

更
を
受
け
る
も
の
で
は
な
い
（
現
在
は
二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
二
八

条
お
よ
び
二
九
条
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
）。
も
っ
と
も
、
管



45

ヨーロッパ倒産法の改正について

財
人
は
、
そ
の
よ
う
な
措
置
を
な
す
権
限
を
有
す
る
だ
け
で
な
く
、

一
定
の
要
件
下
で
そ
の
よ
う
に
す
る
義
務
を
負
う
点
が
新
し
く
な
っ

た
。

６
．
第
二
倒
産
手
続

　

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
第
二
倒
産
手
続
の
法
に
関
す
る
先
行
判

決
問
題
（V

orlagefragen
）
の
中
で
も
、
と
く
に
主
た
る
倒
産
手

続
と
の
調
整
に
関
す
る
問
題
は
、
こ
れ
ま
で
二
〇
〇
〇
年
倒
産
規
則

に
つ
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
が
下
し
た
裁
判
や
学
問
的
議

論
の
重
点
領
域
を
形
成
し
て
い
る）（（
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
倒
産
規
則
の
改
正

が
と
く
に
こ
の
問
題
領
域
に
深
く
関
係
し
て
き
た
こ
と
は
、
驚
く
に

値
し
な
い
。
関
連
す
る
の
は
、
現
在
の
二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
三
条

二
項
か
ら
四
項
、
同
規
則
三
四
条
か
ら
五
二
条
、
さ
ら
に
検
討
理
由

三
七
か
ら
五
〇
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
の
新
た
な
規
定
は
、
債
務
者
が

他
の
構
成
国
に
二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
二
条
一
〇
号
に
い
う
営
業
所

を
有
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
（
あ
る
い
は
複
数
の
）
構
成
国
で
第
二

倒
産
手
続
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
。
そ
の
際
、
第
二
倒

産
手
続
の
効
果
は
、
第
二
倒
産
手
続
が
開
始
し
た
構
成
国
領
域
に
所

在
す
る
債
務
者
の
財
産
に
制
限
さ
れ
る
点
は
、
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ

た
（
現
在
は
、
二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
三
四
条
三
文
）。
し
か
し
、

従
前
の
二
〇
〇
〇
年
倒
産
規
則
三
条
三
項
二
文
で
は
、
第
二
倒
産
手

続
は
清
算
手
続
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
た
が
、
こ
の
規
定

は
削
除
さ
れ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
将
来
、
営
業
所
所
在
地
国
法
に

基
づ
き
、
個
別
具
体
的
事
件
に
お
い
て
主
た
る
倒
産
手
続
と
第
二
倒

産
手
続
と
の
間
に
一
貫
性
の
あ
る
手
続
の
種
類
を
選
択
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
さ
れ
た
（
参
照
、
二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
三
八
条
四
項
お

よ
び
五
一
条
）。

　

第
二
倒
産
手
続
は
、
主
手
続
の
普
及
効
を
打
ち
破
る
も
の
で
あ
る

［
訳
者
注
：
主
た
る
倒
産
手
続
の
効
力
は
第
二
倒
産
手
続
が
開
始
し

た
国
に
は
及
ば
な
い
］。
債
務
者
の
倒
産
財
団
が
非
常
に
錯
綜
し
て

い
る
場
合
に
財
団
全
体
を
管
理
す
る
と
き
や
、
関
係
す
る
法
体
系
の

相
違
が
著
し
い
と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
、
こ
の
手
続
は
有
用
で
あ
る

こ
と
が
実
証
さ
れ
て
い
る
（
参
照
。
検
討
理
由
四
〇
）。
こ
れ
ら
の

場
合
、
主
た
る
倒
産
手
続
の
管
財
人
は
、
二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
三

七
条
一
項
（
ａ
）
に
し
た
が
い
、
第
二
倒
産
手
続
の
開
始
を
申
し
立

て
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
申
立
て
は
、
む
し
ろ
二
〇
一
五
年
倒

産
規
則
三
七
条
一
項
（
ｂ
）
が
い
う
他
の
者
に
よ
っ
て
、
と
く
に
二

条
一
一
号
に
い
う
、
そ
の
地
域
の
地
元
債
権
者
（lokale 

Gläubiger
）
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
管
財
人
は
、
こ

れ
ら
の
場
合
に
は
、
第
二
倒
産
手
続
の
開
始
に
反
対
す
る
こ
と
が
少

な
く
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
第
二
倒
産
手
続
は
倒
産
財
団
の
効
率
的
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な
管
理
を
妨
げ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
と
の
危
惧
を
、
管
財
人
が

抱
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
参
照
、
検
討
理
由
四
一
）。
実
際
に
、

地
元
の
債
権
者
達
は
管
財
人
に
対
し
て
、
第
二
倒
産
手
続
を
開
始
さ

せ
る
と
威
嚇
す
る
こ
と
で
、
不
当
に
優
遇
し
て
も
ら
お
う
と
し
て
プ

レ
ッ
シ
ャ
ー
を
試
み
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る）（（
（

。
こ
れ

を
背
景
に
、
新
し
い
ル
ー
ル
は
二
つ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
一
方
で
、
二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
三
八
条
一
項
に
よ
る

と
、
第
二
倒
産
手
続
の
申
立
て
が
な
さ
れ
た
裁
判
所
は
、
主
た
る
倒

産
手
続
の
管
財
人
に
そ
の
申
立
て
を
知
ら
せ
て
聴
聞
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
し
、
他
方
で
、
二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
三
九
条
に
よ
る
と
、

主
手
続
の
管
財
人
は
、
第
二
倒
産
手
続
の
開
始
を
命
じ
た
裁
判
の
取

消
し
を
求
め
る
権
限
を
有
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
そ
の
他
に
、
二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
の
特
色
と
し
て
、

不
必
要
な
第
二
倒
産
手
続
を
回
避
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
中
止
す
る

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
、
二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
三
六
条

に
お
け
る
、
倒
産
実
務
に
基
づ
い
た
モ
デ
ル
に
適
合
し
て
い
る
興
味

深
く
か
つ
詳
細
な
ル
ー
ル
は
、
こ
の
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
第
二
倒
産
手
続
開
始
を
不
要
に
す
る
た
め
に
、
主
手
続
の
管

財
人
は
、
第
二
倒
産
手
続
の
開
始
が
可
能
な
構
成
国
に
所
在
す
る
財

産
を
考
慮
し
て
、
以
下
の
こ
と
を
保
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
。

す
な
わ
ち
、
そ
の
保
証
と
は
、
管
財
人
が
、
当
該
財
産
ま
た
は
換
価

し
て
取
得
し
た
金
銭
を
配
分
す
る
に
際
し
て
は
、
あ
た
か
も
第
二
倒

産
手
続
が
開
始
し
た
場
合
に
お
け
る
の
と
同
じ
だ
け
の
、
各
構
成
国

法
に
よ
る
配
当
を
受
け
る
権
利
な
い
し
優
先
権
を
認
め
る
と
い
う
も

の
で
あ
る）（（
（

。
そ
こ
で
、〝
仮
想
的virtuell

〟
あ
る
い
は
〝
総
合
的

synthetisch

〟
第
二
倒
産
手
続
と
よ
ば
れ
る）（（
（

。
こ
の
よ
う
な
保
証

Zusicherung

（
約
束undertaking

）
を
管
財
人
が
書
面
で
付
与

し
（
四
項
）、
ま
た
、
知
ら
れ
た
る
地
元
債
権
者
が
）
（（
（

―
―
場
合
に

よ
っ
て
は
、
条
件
付
き
の
多
数
債
権
者
が
―
―
承
認
し
た
場
合
に
は
、

そ
の
保
証
は
拘
束
力
を
有
す
る
（
六
項
）。
地
元
債
権
者
は
、
保
証

の
遵
守
を
裁
判
所
に
審
査
し
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
る
し
（
七
項
か

ら
九
項
）、
違
反
が
あ
っ
た
と
き
に
は
管
財
人
に
責
任
を
負
わ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
が
（
一
〇
項
）、
当
初
予
定
さ
れ
て
い
た
も
の
と
は

異
な
り
、
保
証
そ
れ
自
体
は
債
務
名
義
と
な
る
も
の
で
は
な
い）（（
（

。
管

財
人
が
保
証
を
な
し
、
こ
れ
が
拘
束
力
を
有
す
る
と
し
て
も
、
二
〇

一
五
年
倒
産
規
則
三
七
条
二
項
に
基
づ
き
、
三
〇
日
以
内
に
第
二
倒

産
手
続
の
開
始
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
管
財
人
に
よ
っ
て

申
し
立
て
ら
れ
た
裁
判
所
は
、
保
証
を
通
じ
て
地
元
債
権
者
の
利
益

一
般
が
適
切
に
保
護
さ
れ
て
い
る
と
確
信
し
た
場
合
に
は
、
二
〇
一

五
年
倒
産
規
則
三
八
条
二
項
に
基
づ
い
て
第
二
倒
産
手
続
の
開
始
申

立
を
却
下
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
三
八
条

三
項
は
、
さ
ら
に
別
の
選
択
肢
、
す
な
わ
ち
、
申
し
立
て
ら
れ
た
第
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二
倒
産
手
続
の
開
始
を
最
低
三
か
月
間
、
中
止
す
る
こ
と
を
定
め
て

い
る
。

　

第
二
倒
産
手
続
が
実
施
さ
れ
た
場
合
、
二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
四

一
条
は
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
に
、
関
係
す
る
管
財
人
間
で
国
境
を
越

え
た
協
力
お
よ
び
意
見
交
換
を
行
う
た
め
の
詳
細
な
準
則
を
定
め
て

い
る
。
新
た
に
加
わ
っ
た
の
は
、
管
財
人
間
の
準
則
に
対
応
す
る
、

裁
判
所
相
互
の
間
（
二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
四
二
条
）
お
よ
び
管
財

人
と
裁
判
所
と
の
間
（
二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
四
三
条
）
の
協
力
に

関
す
る
準
則
で
あ
る
。
検
討
理
由
四
八
は
、
こ
の
こ
と
と
の
関
係
で
、

二
〇
〇
九
年
七
月
一
日
の
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｌ
に
よ
る
国
境
を
越
え

た
倒
産
協
力
に
関
す
る
実
務
ガ
イ
ド
（Practice Guide on 

Cross-Border Insolvency

）
に
相
当
す
る
選
択
肢
を
示
し
て
い

る
）
（（
（

。
ま
た
、
実
務
上
の
指
針
と
し
て
、
国
境
を
越
え
る
倒
産
手
続
の

た
め
の
意
見
交
換
お
よ
び
協
力
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
（European Com

m
unication and Cooperation Guidelines on 

Cross-Border Insolvency Proceedings

）
が
有
用
で
あ
る
。
こ

の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、W

essels

とV
irgós

がIN
SO

L Europa

の
委
託
に
よ
り
提
出
し
た
も
の
で
あ
る）（（
（

。
注
意
す
べ
き
は
、
二
〇
一

五
年
倒
産
規
則
は
、
協
力
義
務
に
違
反
し
た
と
し
て
も
制
裁
が
定
め

ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

７
．
債
権
届
出

　

二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
は
第
四
章
に
お
い
て
、
実
務
上
、
法
の
実

現
の
た
め
に
重
要
な
、
債
権
者
に
対
す
る
情
報
提
供
お
よ
び
債
権
届

出
に
関
す
る
新
た
な
ル
ー
ル
を
導
入
し
た
。
将
来
、
管
轄
裁
判
所
ま

た
は
管
財
人
は
、
二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
五
四
条
に
基
づ
き
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
司
法
ポ
ー
タ
ル
（https://e-justice.europa.eu

）
に
お

い
て
、
す
べ
て
の
公
用
語
で
公
開
さ
れ
る
標
準
通
知
書
を
用
い
て
、

債
権
者
に
倒
産
手
続
の
開
始
を
知
ら
せ
る
義
務
を
遵
守
す
る
も
の
と

さ
れ
た
。
手
続
開
始
の
統
一
的
通
知
や
、
す
で
に
言
及
し
た
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
ベ
ー
ス
の
倒
産
登
録
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
シ
ス
テ

ム
、
そ
し
て
そ
の
他
の
新
し
い
規
律
は
、
債
権
者
が
国
境
を
越
え
た

債
権
届
出
を
容
易
に
行
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
五
三
条
一
文
は
、
二
〇
〇
〇
年
倒

産
規
則
三
九
条
と
は
異
な
り
、
書
面
に
よ
る
債
権
届
出
を
求
め
ず
、

手
続
開
始
地
国
法
が
定
め
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
で
あ
れ
ば

い
ず
れ
も
十
分
で
あ
る
と
し
た
。
さ
ら
に
、
規
則
は
、
債
権
届
出
に

際
し
て
各
構
成
国
の
法
が
弁
護
士
の
協
力
を
必
要
と
す
る
こ
と
を
禁

じ
た
（
二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
五
三
条
二
文
）。

　

と
く
に
重
要
と
思
わ
れ
る
の
は
、
債
権
者
が
利
用
可
能
で
あ
る
も

の
の
利
用
義
務
は
な
い
債
権
届
出
の
標
準
書
式
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
委

員
会
が
二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
五
五
条
に
基
づ
き
別
途
提
供
し
て
い
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る
こ
と
で
あ
る
（
参
照
、
四
項
）。
こ
れ
ま
で
、
届
出
は
、
任
意
の

Ｅ
Ｕ
公
用
語
を
用
い
て
な
さ
れ
て
い
た
が
、
今
後
も
、
債
権
者
か
ら

手
続
開
始
地
国
の
公
用
語
に
翻
訳
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
場
合
が

あ
る
（
五
項
）。
届
出
期
間
は
、
二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
五
五
条
六

項
に
よ
り
、
原
則
と
し
て
手
続
開
始
地
国
法
に
よ
り
定
ま
る
が
、
外

国
債
権
者
を
保
護
す
る
た
め
に
、
倒
産
登
録
の
公
開
か
ら
最
低
限
三

〇
日
の
期
間
が
規
則
上
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　

二
〇
〇
〇
年
倒
産
規
則
で
は
、
第
四
章
に
お
い
て
、
手
続
開
始
地

国
以
外
の
構
成
国
に
常
居
所
、
住
所
ま
た
は
居
所
を
有
し
て
い
る
債

権
者
に
対
し
て
の
み
、
情
報
提
供
お
よ
び
債
権
届
出
に
関
す
る
ル
ー

ル
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ

の
ル
ー
ル
で
は
、
第
三
国
（
た
と
え
ば
、
日
本
）
に
居
住
し
て
い
る

債
権
者
は
メ
リ
ッ
ト
が
な
い
。
新
し
い
第
四
章
は
、
た
し
か
に
、

〝
外
国
債
権
者
〟
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
二
〇
一
五
年
倒

産
規
則
二
項
一
二
号
で
の
定
義
が
示
す
よ
う
に
、
構
成
国
の
債
権
者

の
み
を
指
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
三
国
の
債
権
者
の
法
的
地

位
は
、
引
き
続
き
、
各
構
成
国
の
倒
産
法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
こ

と
に
な
る）（（
（

。

８
．
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
企
業
の
倒
産

　

二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
は
、
詳
細
な
規
定
を
有
す
る
新
し
い
第
五

章
（
五
六
条
か
ら
七
七
条
）
に
よ
っ
て
、
国
境
を
越
え
た
コ
ン
ツ
ェ

ル
ン
の
倒
産
と
い
う
実
務
上
非
常
に
困
難
か
つ
複
雑
な
倒
産
事
件
を

扱
う
こ
と
を
初
め
て
試
み
た
。
一
読
に
値
す
る
検
討
理
由
（
と
く
に

五
一
か
ら
六
二
）
に
よ
っ
て
、
規
則
の
立
法
者
が
新
た
な
ル
ー
ル
に

つ
い
て
約
束
し
て
い
る
こ
と
の
イ
メ
ー
ジ
が
伝
わ
る
。
規
則
が
コ
ン

ツ
ェ
ル
ン
と
い
う
概
念
を
用
い
ず
に
、〝
企
業
グ
ル
ー
プ
〟
と
述
べ

て
い
る
こ
と
は
、
と
く
に
重
要
と
は
思
わ
れ
な
い
。
倒
産
規
則
二
条

一
三
号
に
よ
り
、
こ
の
〝
企
業
グ
ル
ー
プ
〟
と
い
う
言
葉
に
は
親
会

社
と
す
べ
て
の
子
会
社
が
含
ま
れ
、
そ
の
際
、〝
親
会
社
〟
と
は
、

一
つ
ま
た
は
複
数
の
子
会
社
を
直
接
的
ま
た
は
間
接
的
に
支
配
す
る

会
社
を
い
う
と
解
さ
れ
る
（
一
四
号
）
（（
（

）。
こ
の
法
概
念
の
定
義
は
注

目
に
値
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
新
し
い
ル
ー
ル
は
、
従
属
的
結

合
（U

nterordnungskonzerne

）
の
み
関
係
し
、
水
平
的
結
合

（Gleichordnungskonzerne

）
に
は
関
係
し
な
い
こ
と
を
明
ら
か

に
し
た
か
ら
で
あ
る）（（
（

。

　

同
一
企
業
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
複
数
の
企
業
の
財
産
に
つ
い
て
倒

産
手
続
が
開
始
し
、
す
べ
て
の
企
業
が
同
一
の
構
成
国
に
主
た
る
利

益
の
中
心
地
を
有
す
る
場
合
に
は
、
大
き
な
問
題
は
生
じ
な
い
。
国

際
倒
産
管
轄
は
、
二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
三
条
一
項
に
基
づ
き
、
す

べ
て
の
債
務
者
企
業
に
つ
い
て
単
一
の
法
廷
地
だ
け
が
認
め
ら
れ
、

ま
た
、
す
べ
て
の
手
続
に
つ
い
て
同
一
人
が
管
財
人
に
選
任
さ
れ
る
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こ
と
を
通
じ
て
、
裁
判
所
は
手
続
の
協
調
を
容
易
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
（
参
照
、
検
討
理
由
五
三
）。

　

あ
る
企
業
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
複
数
の
企
業
が
複
数
の
構
成
国
に

主
た
る
利
益
の
中
心
地
（
Ｃ
Ｏ
Ｍ
Ｉ
）
を
有
す
る
場
合
は
、
大
き
な

問
題
が
伴
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
は
、
す

で
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
が
確
認
し
た
原
則
）
（（
（

、
す
な
わ
ち
、
企

業
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
企
業
が
倒
産
し
た
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に

独
自
の
手
続
が
開
始
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
手
続
法
上
あ

る
い
は
実
体
法
上
、
複
数
の
倒
産
手
続
が
統
合
さ
れ
る
こ
と
は
な
い

と
い
う
こ
と
を
堅
持
し
た
。
ま
た
、
学
説
に
お
い
て
議
論
さ
れ
た
提

案
、
す
な
わ
ち
、
親
会
社
の
本
拠
（Sitz
）
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
上
の

統
一
的
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
管
轄
を
設
け
る
と
の
提
案
に
つ
い
て
は
、
規

則
の
立
法
者
は
、（
ま
だ
）
採
用
し
な
か
っ
た）（（
（

。

　

そ
の
代
わ
り
に
、
二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
は
、
企
業
グ
ル
ー
プ
を

構
成
す
る
個
々
の
企
業
に
つ
い
て
の
倒
産
手
続
が
調
和
し
て
進
展
す

る
よ
う
に
し
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
二
つ
の
試
み
が
な
さ
れ
、
そ
れ

に
よ
り
第
四
章
に
二
つ
の
節
が
設
け
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、

協
調
行
動
と
意
見
交
換
に
関
す
る
も
の
（
五
六
条
か
ら
六
〇
条
）、

第
二
に
、
グ
ル
ー
プ
調
整
手
続
の
可
能
性
（
六
一
条
か
ら
七
七
条
）

に
つ
い
て
で
あ
る
。
検
討
理
由
六
二
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
こ
ろ

に
よ
る
と
、
以
下
に
概
略
す
る
諸
規
定
が
適
用
さ
れ
る
の
は
、
同
一

企
業
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
複
数
企
業
の
財
産
に
関
す
る
手
続
が
、
複

数
の
構
成
国
に
お
い
て
開
始
し
た
場
合
だ
け
で
あ
る）（（
（

。

　

密
接
な
協
調
行
動
と
意
見
交
換
は
、
主
手
続
と
第
二
倒
産
手
続
の

関
係
に
お
け
る
の
と
同
様
に
、
個
別
手
続
が
複
数
開
始
し
て
い
る
場

合
の
調
整
を
可
能
な
限
り
成
功
に
導
く
こ
と
に
資
す
る
と
さ
れ
る
。

こ
れ
に
関
し
て
は
、
二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
四
一
条
か
ら
四
三
条
に

お
け
る
の
と
同
様
に
、
五
六
条
か
ら
五
八
条
に
お
い
て
、
管
財
人
も

裁
判
所
も
義
務
を
負
い
、
ま
た
相
互
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
を
図
っ
て

い
る
。
二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
は
協
調
義
務
に
違
反
し
た
場
合
で
も

制
裁
規
定
を
定
め
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
も
っ

と
も
、［
各
国
の
］
倒
産
手
続
法
が
制
裁
、
す
な
わ
ち
、
管
財
人
の

責
任
を
定
め
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る）（（
（

。
管
財
人
は
義
務
を
負
う
だ
け

で
な
く
、
二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
六
〇
条
に
よ
っ
て
、
同
じ
企
業
グ

ル
ー
プ
に
属
す
る
他
の
企
業
に
つ
い
て
生
じ
た
手
続
に
お
い
て
特
別

の
権
能
を
も
有
す
る
。
と
く
に
重
要
で
あ
る
の
は
、
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン

の
レ
ベ
ル
で
再
生
に
よ
る
解
決
を
可
能
に
す
る
た
め
に
、
時
間
を
区

切
っ
て
換
価
行
為
を
中
止
す
る
権
利
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る

（
一
項
（
ｂ
）
お
よ
び
二
項
）。
そ
れ
ぞ
れ
の
管
財
人
は
、
並
行
倒
産

手
続
に
お
い
て
債
権
者
集
会
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
議
決

権
は
有
し
な
い
。

　

第
五
章
第
二
節
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
グ
ル
ー
プ
調
整
手
続
は
、
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コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
レ
ベ
ル
で
再
生
に
よ
る
解
決
を
な
す
こ
と
に
つ
い
て

賛
同
を
得
て
実
施
す
る
手
続
上
の
枠
組
み
と
し
て
、
関
係
者
に
貢
献

す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
七
二

条
三
項
が
強
調
す
る
よ
う
に
、
倒
産
手
続
ま
た
は
倒
産
財
団
の
協
調

に
す
ぎ
ず
統
合
で
は
な
い
。
グ
ル
ー
プ
調
整
手
続
の
開
始
を
申
し
立

て
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
グ
ル
ー
プ
企
業
の
財
産
に
関
す
る
倒
産

手
続
で
選
任
さ
れ
た
管
財
人
で
あ
れ
ば
よ
く
、
グ
ル
ー
プ
企
業
の
う

ち
の
一
つ
の
企
業
に
関
す
る
倒
産
手
続
に
つ
い
て
管
轄
を
有
す
る
裁

判
所
に
申
し
立
て
れ
ば
よ
い
（
二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
六
一
条
一
項
。

複
数
の
構
成
国
で
申
立
て
が
競
合
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一

五
年
倒
産
規
則
六
二
条
に
注
意
す
る
こ
と
）。
債
権
者
は
申
立
権
を

有
し
な
い
。
管
財
人
に
よ
り
申
し
立
て
ら
れ
た
裁
判
所
が
、
グ
ル
ー

プ
調
整
手
続
の
開
始
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
た
場
合
、
裁
判
所
は
、

他
の
グ
ル
ー
プ
企
業
の
倒
産
手
続
の
た
め
に
選
任
さ
れ
た
管
財
人
に

そ
の
こ
と
を
伝
え
る
（
二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
六
三
条
）。
こ
れ
ら

の
管
財
人
の
う
ち
の
一
人
が
異
議
を
申
し
立
て
た
場
合
、
そ
の
管
財

人
に
よ
る
倒
産
手
続
は
、
グ
ル
ー
プ
調
整
手
続
に
は
組
み
込
ま
れ
な

い
（
二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
六
四
条
お
よ
び
六
五
条
。
事
後
に
オ
プ

ト
・
イ
ン
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
六
九

条
を
参
照
）。
管
財
人
た
ち
は
、
三
分
の
二
の
多
数
に
よ
っ
て
、
グ

ル
ー
プ
調
整
手
続
の
開
始
が
申
し
立
て
ら
れ
た
裁
判
所
以
外
の
裁
判

所
が
管
轄
を
有
す
べ
き
で
あ
る
と
の
決
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

（
二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
六
六
条
）。

　

グ
ル
ー
プ
調
整
手
続
が
開
始
す
る
と
、
二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
六

八
条
一
項
（
ａ
）
に
よ
り
、
調
整
人
（K

oordinator

・
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
）
が
選
任
さ
れ
る）（（
（

。
こ
の
調
整
人
は
管
財
人
の
任
免
権
を

有
す
る
が
、
す
で
に
管
財
人
と
し
て
選
任
さ
れ
て
い
る
場
合
や
利
益

相
反
と
な
る
場
合
に
は
調
整
人
に
は
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
二
〇

一
五
年
倒
産
規
則
七
一
条
）。
二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
七
二
条
に
よ

り
、
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
レ
ベ
ル
で
の
再
生
に
よ
る
解
決
に
関
す
る
計
画

案
の
作
成
や
具
体
化
は
管
財
人
が
責
任
を
負
う
。
と
く
に
、
管
財
人

は
、
関
係
す
る
倒
産
手
続
の
機
関
の
間
で
生
じ
た
紛
争
に
際
し
て
は

仲
介
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
調
整
人
は
、
推
奨
ま
た
は
調
整
計
画

の
形
で
提
案
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
直
接
的
な
拘
束
力
は
そ

の
よ
う
な
提
案
に
は
生
じ
な
い
が
、
提
案
が
実
施
さ
れ
な
い
場
合
に

は
理
由
を
述
べ
る
義
務
が
生
ず
る
（
二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
七
〇
条

二
項
二
段
）。

９
．
要
約

　

新
た
な
ル
ー
ル
の
う
ち
の
多
く
、
と
く
に
第
二
倒
産
手
続
お
よ
び

コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
倒
産
に
関
す
る
ル
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
ど
の
程
度
、

実
務
上
実
施
可
能
な
も
の
で
あ
る
か
を
判
断
す
る
に
は
時
間
を
要
す
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る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
に
つ
い
て
は
、

合
理
的
な
妥
協
の
産
物
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
国
境
を
越
え
る
倒
産

手
続
を
処
理
す
る
た
め
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
法
的
枠
組
み
を
さ
ら
に

改
善
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る）（（
（

。

Ⅳ　

展
望
：
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
倒
産
法
に
お
け
る
今
後
の
発
展

　

と
く
に
、
い
く
つ
か
の
Ｅ
Ｕ
構
成
国
が
深
刻
な
損
害
を
生
じ
さ
せ

て
し
ま
っ
た
世
界
的
な
財
政
危
機
を
背
景
に
す
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

倒
産
規
則
を
も
越
え
た
、
倒
産
法
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
レ
ベ
ル
で
の
統
一

が
大
い
に
議
論
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
驚
く
に
値
し
な
い
。
そ
こ
で
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
委
員
会
は
、
二
〇
一
二
年
一
二
月
一
二
日
に
〝
会
社
お

よ
び
企
業
の
倒
産
に
際
し
て
の
手
続
方
法
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

新
た
な
試
み
〟
を
公
に
し
た）（（
（

。
そ
こ
で
は
、
構
成
国
間
に
お
け
る
倒

産
法
の
著
し
い
相
違
を
克
服
し
、
企
業
の
救
済
ま
た
は
再
生
を
容
易

に
す
る
た
め
の
諸
方
策
が
提
案
さ
れ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
委
員
会
は
、

す
で
に
二
〇
一
四
年
三
月
一
二
日
に
、
企
業
破
綻
お
よ
び
企
業
倒
産

回
避
の
た
め
の
新
た
な
試
み
に
関
す
る
勧
告
（N

r. 2014/135/
EU

）
を
公
に
し
た）（（
（

。
検
討
理
由
一
に
基
づ
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
委

員
会
は
、
次
の
点
を
確
保
す
る
決
意
を
し
た
。〝
す
な
わ
ち
、
財
政

的
に
窮
境
に
あ
る
も
の
の
存
続
可
能
な
企
業
が
、
Ｅ
Ｕ
に
お
い
て
、

そ
の
営
業
所
所
在
地
を
問
わ
ず
に
早
期
に
再
建
を
行
う
こ
と
を
可
能

に
す
る
構
成
国
の
倒
産
に
関
す
る
枠
組
み
に
ア
ク
セ
ス
し
、
そ
の
結

果
と
し
て
倒
産
を
回
避
し
、
ま
た
、
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
債
権
者
、

被
用
者
、
株
主
お
よ
び
経
済
が
全
体
と
し
て
最
大
限
価
値
を
有
す
る

よ
う
に
す
る
。
さ
ら
に
、
勧
告
に
よ
っ
て
、
誠
実
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
倒
産
と
な
っ
て
い
る
企
業
に
、
Ｅ
Ｕ
で
も
う
一
度
チ
ャ
ン
ス

が
与
え
ら
れ
る
〟
と
。
こ
の
構
成
国
に
向
け
ら
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
委

員
会
の
勧
告
は
、
窮
境
に
あ
る
企
業
の
た
め
の
各
国
倒
産
手
続
に
関

す
る
共
通
原
則
、
お
よ
び
、
中
小
企
業
に
関
す
る
倒
産
手
続
の
時
間

と
費
用
を
抑
え
る
具
体
的
方
策
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
委
員
会
は
、
こ
の
勧
告
を
、
二
〇
一
五
年
九
月
三
〇
日
の

〝
資
本
市
場
共
同
体
の
形
成
に
向
け
た
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
〟
に
お

い
て
、
ふ
た
た
び
取
り
上
げ
た）（（
（

。
そ
こ
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
委
員
会

は
、
早
期
の
企
業
再
編
お
よ
び
〝
セ
カ
ン
ド
・
チ
ャ
ン
ス
〟
に
関
す

る
規
定
を
含
む
、
企
業
倒
産
に
関
す
る
立
法
の
草
案
を
発
表
し
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
委
員
会
は
、
二
〇
一
六
年
に
、
内
容
的
に
二
〇
一
四
年

勧
告
に
沿
う
と
考
え
ら
れ
る
指
令
の
提
案
を
提
出
す
る
も
の
と
見
込

ま
れ
て
い
る
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
さ
ら
な
る
展
開
が
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
、
具
体

的
に
見
込
ま
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
ん
に
ち
す
で
に
、
Ｅ
Ｕ
法

は
将
来
、
国
境
を
越
え
る
倒
産
だ
け
で
は
な
く
、
国
内
倒
産
に
つ
い



52

法学研究 90 巻 3 号（2017：3）

て
基
準
と
な
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
て
い
る
。
換
言
す
る
と
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
倒
産
法
に
お
い
て
は
、
国
際
倒
産
事
件
に
つ
い
て
単
に
協
調

す
る
た
め
の
ル
ー
ル
に
向
け
た
意
思
疎
通
を
越
え
て
、
真
の
統
一
法

を
創
設
す
る
た
め
の
行
動
が
、
論
理
的
で
あ
る
し
ま
た
適
切
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
て
い
る）（（
（

。

（
訳
者
付
記
）

　

本
翻
訳
は
、
二
〇
一
六
年
一
一
月
二
日
（
水
）
に
青
山
学
院
大
学

青
山
キ
ャ
ン
パ
ス
に
お
い
て
行
わ
れ
た
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
パ
ッ

サ
ウ
大
学
法
学
部
教
授
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ハ
ウ
氏
（Professor 

D
r. W

olfgang H
au

）
に
よ
る
講
演
会
の
原
稿
で
あ
る
。
講
演

テ
ー
マ
の
原
題
は
、Zur Reform

 des Europäischen Insolvenz-
rechts

で
あ
る
。
講
演
会
の
開
催
に
際
し
て
は
、
青
山
学
院
大
学

法
学
部
の
西
澤
宗
英
教
授
、
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
レ
ン
ツ
教
授
、
松

川
実
教
授
に
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
厚
く
感
謝
を
申
し
上

げ
た
い
。
講
演
者
の
ハ
ウ
教
授
は
、
一
九
六
八
年
に
ド
イ
ツ
で
生
ま

れ
、
ザ
ー
ル
ラ
ン
ト
大
学
法
学
部
、
ト
リ
ア
ー
大
学
法
学
部
な
ど
で

学
び
、
ト
リ
ア
ー
大
学
リ
ン
ダ
ッ
ハ
ー
教
授
の
下
で
博
士
論
文
、
教

授
資
格
論
文
を
作
成
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
日
本
に
お
い
て
も
証
明

責
任
論
で
著
名
な
ム
ジ
ラ
ー
ク
教
授
の
後
任
と
し
て
二
〇
〇
三
年
に

パ
ッ
サ
ウ
大
学
法
学
部
に
赴
任
し
（
民
法
、
民
事
訴
訟
法
お
よ
び
国

際
私
法
講
座
を
担
当
）、
法
学
部
長
（
二
〇
〇
八
年
か
ら
二
〇
一
〇

年
）、
副
学
長
（
二
〇
一
〇
年
か
ら
二
〇
一
四
年
）
を
歴
任
、
ま
た
、

二
〇
一
六
年
か
ら
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
高
等
裁
判
所
判
事
も
兼
務
し
て
い
る
。

ま
た
、
学
生
向
け
の
教
科
書
と
し
て
、Linke/H

au, Inter-
nationales Zivilverfahrensrecht, 6. A

ufl. 2015 (D
r. O

tto 
Schm

idt); M
usielak/H

au, Grundkurs BGB, 14. A
ufl. 2015 

(C. H
. Beck)

な
ど
を
著
し
て
い
る
。

　

本
稿
翻
訳
に
際
し
て
は
、
講
演
者
の
ハ
ウ
教
授
の
了
解
の
も
と
、

日
本
語
の
理
解
を
優
先
し
て
訳
出
し
た
た
め
必
ず
し
も
文
法
に
は
忠

実
で
は
な
く
、
ま
た
、
適
宜
、
角
括
弧
（［　

］）
を
用
い
て
補
足
し

て
い
る
。

　

最
後
に
、
ハ
ウ
教
授
の
招
聘
に
際
し
て
は
、
石
川
明
教
授
記
念
手

続
法
研
究
所
（
理
事
長
・
三
上
威
彦
慶
應
義
塾
大
学
法
務
研
究
科
教

授
）
に
よ
る
財
政
的
援
助
を
受
け
た
こ
と
を
特
記
し
、
謝
意
を
表
す

る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
翻
訳
は
科
研
費
（
課
題
番
号

24530102

）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
1
）　

民
商
事
事
件
に
お
け
る
裁
判
管
轄
お
よ
び
裁
判
の
承
認
に
関
す

る
一
九
六
八
年
九
月
二
七
日
の
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
条
約
（A

Bl. 1972 
L 299/32

）。
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（
2
）　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
理
事
会
文
書
（Ratsdokum

ent

）
で
あ
る

CO
N

V
/IN

SO
L/X

1. ZEuP 1996, 325

な
ど
で
公
刊
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
点
に
関
す
る
、V

irgós

とSchm
it

に
よ
る
公
式
報
告
書
は
、

た
と
え
ば
以
下
に
お
い
て
閲
覧
可
能
で
あ
る
。http://euzpr.eu/ 

eudocs/01prozessr/40insolvenzverf/01eginsu/eginsu-095-
virgosschm

itbericht_6500-1-96rev1.pdf.

（
3
）　A

Bl. 1997 C 340/1.

（
4
）　A

Bl. 2000 L 160/1.
こ
の
後
、
わ
ず
か
の
期
間
を
置
い
て
ブ

リ
ュ
ッ
セ
ル
条
約
も
ま
た
、
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
二
二
日
の
民
商
事

事
件
に
お
け
る
裁
判
管
轄
お
よ
び
裁
判
の
承
認
執
行
に
関
す
る
規
則

（
い
わ
ゆ
る
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
（
Ⅰ
）
規
則
）
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た

（N
r. 44/2001, A

Bl. 2001 L 12/1
）。
こ
の
規
則
は
、
や
が
て
、

二
〇
一
二
年
一
二
月
一
二
日
の
民
商
事
事
件
に
お
け
る
裁
判
管
轄
と

裁
判
の
承
認
執
行
に
関
す
る
規
則
（
い
わ
ゆ
る
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
（
Ⅰ

ａ
）
規
則
）
に
よ
っ
て
再
度
補
充
さ
れ
て
、
さ
ら
に
発
展
し
た

（N
r.1215/2012, A

Bl. 2012 L 351/1

）。

（
5
）　

二
〇
〇
〇
年
倒
産
規
則
が
、
第
三
国
に
対
し
て
ど
の
程
度
モ
デ

ル
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、

H
aga, D

as europäische Insolvenzrecht aus der Sicht von 
D

rittstaaten, in: Gottw
ald, Europäisches Insolvenzrecht – 

K
ollektiver Rechtsschutz, 2008, S. 169

を
参
照
の
こ
と
。

（
6
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、N

r. 603/2005, A
Bl. 2005 L 100/1; 

N
r. 694/2006, A

Bl. 2006 L 121/1; N
r. 1791/2006, A

Bl. 2006 

L 363/1; N
r. 681/2007, A

Bl. 2007 L 159/1; N
r. 788/2008, 

A
Bl. 2008 L 213/1; N

r. 210/2010, A
Bl. 2010 L 65/1; N

r. 
583/2011, A

Bl. 2011 L 160/52; N
r. 517/2013, A

Bl. 2013 L 
158/1; N

r. 663/2014, A
Bl. 2014 L 179/4

を
参
照
の
こ
と
。

（
7
）　

概
観
を
示
す
も
の
と
し
て
、
た
と
え
ば
、Fehrenbach, D

ie 
R

echtsprechung des E
uG

H
 zur E

uropäischen Insol-
venzverordnung, ZEuP 2013, 353

を
参
照
の
こ
と
。

（
8
）　EuGH

, 2. 5. 2006 

︲ C-341/04 (Eurofood), EuZW
 2006, 

337; EuGH
, 20. 10. 2011 

︲ C-396/09 (Interedil v. Intesa), 
EuZW

 2011, 912.

（
9
）　EuGH

, 17. 1. 2006 

︲ C-1/04 (Staubitz-Schreiber), EuZW
 

2006, 125.

（
10
）　EuGH

, 15. 12. 2011 

︲ C-191/10 (Rastelli v. H
idoux), 

EuZW
 2012, 153.

（
11
）　EuGH, 4. 9. 2014 –  C-157/13 (Nickel &

 Goeldner Spedition 
v. K

intra), RIW
 2014, 673, 674 f. 

個
々
の
債
権
者
が
提
起
し
た

訴
訟
を
民
商
事
事
件
に
分
類
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、EuGH

, 18. 
7. 2013 – C-147/12 (Ö

FA
B v. K

oot), EuZW
 2013, 703, 704

を
参
照
の
こ
と
。

（
12
）　

基
本
と
な
る
判
例
と
し
て
、EuGH

, 12. 2. 2009 – C-339/07 
(D

eko M
arty), N

JW
 2009, 2189.

（
13
）　EuGH

, 16. 1. 2014 

︲ C-328/12 (Schm
id v. H

ertel), N
JW

 
2014, 610; EuGH

, 4. 12. 2014 

︲ C-295/13 (G.T
. v. H

.K
.), 
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EuZW

 2015, 141.

（
14
）　EuGH

, 2. 5. 2006 

︲ C-341/04 (Eurofood), EuZW
 2006, 

337.
（
15
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、EuGH

, 11. 6. 2015 

︲ C-649/13 
(N

ortel N
etw

orks), EuZW
 2015, 593; EuGH

, 4. 9. 2014 

︲ 
C-327/13 (Burgo v. Illochrom

a), EuZW
 2015, 34; EuGH

, 22. 
11. 2012 

︲ C-116/11 (H
andlow

y v. Christianapol), EuZW
 

2013, 141; EuGH
, 17.11.2011 

︲ C-112/10 (Zaza Retail), 
EuZW

 2011, 966; EuGH
, 21. 1. 2010 

︲ C-444/07 (M
G 

Probud), EuZW
 2010, 188

を
参
照
の
こ
と
。

（
16
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、EuGH

, 10. 12. 2015 

︲ C-594/14 
(K

ornhaas), N
JW

 2016, 223; EuGH
, 16. 4. 2015 

︲ C-557/13 
(Lutz v. Bäuerle), EuZW

 2015, 429; EuGH
, 15. 10. 2015 

︲ 
C-310/14 (N

ike European O
perations N

etherlands v. 
Sportland O

y), EuZW
 2016, 35

が
あ
る
。

（
17
）　

倒
産
手
続
に
関
す
る
二
〇
〇
〇
年
五
月
二
九
日
の
理
事
会
規
則

（（EG

）N
r.1346/2000

）
の
適
用
に
関
す
る
委
員
会
報
告
書

（CO
M

 (2012) 743 final

）。

（
18
）　H

ess/O
berham

m
er/P

feiffer, European Insolvency 
Law

 – T
he H

eidelberg-Luxem
bourg-V

ienna Report, 2014

と
し
て
、
書
籍
の
形
で
公
刊
さ
れ
て
い
る
。

（
19
）　CO

M
 (2012) 744 final.

（
20
）　

た
と
え
ば
、
ド
イ
ツ
法
の
観
点
か
ら
は
、B

eck, E
U

-

K
om

m
ission gibt Reform

 des Insolvenzrechts neuen 
Schub, ZV

I 2013, 250; K
indler, H

auptfragen der Reform
 

des Europäischen Internationalen Insolvenzrechts, K
T

S 
2014, 25; M

ock, D
as (geplante) neue europäische 

Insolvenzrecht nach dem
 V

orschlag der K
om

m
ission zur 

Reform
 der EuInsV

O
, GPR 2013, 156; Prager/K

eller, D
er 

Entw
icklungsstand des Europäischen Insolvenzrechts, 

W
M

 2015, 805; R
euß, Europäisches Insolvenzrecht 3.0 

oder doch nur Version 1.1? 

︲ Der Vorschlag der Kom
m

ission 
vom

 12.12.2012 zur R
eform

 der E
uropäischen 

Insolvenzverordnung, E
uZW

 2013, 165; T
hole, D

ie 
R

eform
 der E

uropäischen Insolvenzverordnung 

︲ 
Zentrale A

spekte des K
om

m
issionsvorschlags und offene 

F
ragen, Z

E
uP

 2014, 40; T
hole/Sw

ierczok, D
er 

K
om

m
issionsvorschlag zur Reform

 der EuInsV
O

, ZIP 
2013, 550

を
参
照
の
こ
と
。

（
21
）　

同
様
に
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
（
Ⅰ
）
規
則
を
改
正
し
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ

ル
（
Ⅰ
ａ
）
規
則
に
移
行
す
る
際
も
、
そ
の
よ
う
に
な
さ
れ
た
。
こ

れ
と
は
異
な
っ
て
定
め
ら
れ
た
の
が
、
い
わ
ゆ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
少
額

事
件
手
続
の
場
合
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
少
額
債
権
に
関
す
る
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
手
続
の
導
入
に
関
す
る
二
〇
〇
七
年
七
月
一
一
日
規
則(N

r. 
861/2007. A

Bl. 2007 L 199/1) 

は
、
二
〇
一
五
年
一
二
月
一
六

日N
r.2015/2421

規
則
に
よ
っ
て
瞬
時
に
変
更
さ
れ
た (A

Bl. 
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2015 L 341/1)

。

（
22
）　

八
四
条
一
項
の
条
文
の
文
言
は
、
条
文
の
編
集
ミ
ス
が
あ
る

（
二
〇
一
七
年
六
月
二
六
日
〝
後
！
〟）。
つ
ぎ
の
文
献
も
参
照
の
こ

と
。W

agner, A
ktuelle Entw

icklungen in der justiziellen 
Zusam

m
enarbeit in Zivilsachen, N

JW
 2016, 1774 Fn. 5.

（
23
）　

た
と
え
ば
以
下
に
お
い
て
閲
覧
可
能
で
あ
る
。

https://w
w

w
.bm

jv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/ 
D

E/V
erordnung_ueber_insolvenzverfahren.htm

l. 

こ
の
点

に
つ
い
て
は
、Skauradszun, A

nm
erkungen zum

 RefE des 
BM

JV
 für ein D

urchführungsgesetz zur neuen EuInsV
O

 
2015, D

B 2016, 2165

を
参
照
の
こ
と
。

（
24
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、H

ess, Back to the Past – BREX
IT

 
und das europäische internationale Privat- und 
V

erfahrensrecht, IPRax 2016, 409

（416, 
同
頁
は
、
と
く
に

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
倒
産
規
則
に
つ
い
て
で
あ
る
） 

を
参
照
の
こ
と
。

（
25
）　

さ
ら
に
、A

lbrecht, D
ie R

eform
 der E

uInsV
O

 ist 
abgeschlossen – eine Ü

bersicht, ZInsO
 2015, 1077; Frind/

Pannen, Einschränkung der M
anipulation der insolvenz-

rechtlichen Zuständigkeiten durch Sperrfristen 

︲ ein 
Ende des Forum

 Shopping in Sicht?, ZIP 2016, 398; Fritz, 
D

ie N
eufassung der Europäischen Insolvenzverordnung: 

E
rleich

teru
n

g
 b

ei d
er R

estru
k

tu
rieru

n
g

 in 
grenzüberschreitenden Fällen?, D

B 2015, 1882 und 1945; 

K
indler/Sakka, D

ie N
eufassung der E

uropäischen 
Insolvenzordnung, EuZW

 2015, 460; Parzinger, D
ie neue 

E
uInsV

O
 auf einen B

lick, N
ZI 2016, 63; V

allender, 
E

uropaparlam
ent gibt den W

eg frei für eine neue 
E

uropäische Insolvenzverordnung, ZIP 2015, 1513; 
W

im
m

er, Ü
bersicht zur N

eufassung der E
uInsV

O
, 

jurisPR-InsR 7/2015 A
nm

. 1

の
紹
介
論
文
も
参
照
の
こ
と
。

（
26
）　

デ
ー
タ
保
護
に
関
し
て
二
〇
一
五
年
倒
産
規
則
七
八
条
か
ら
八

三
に
か
け
て
新
た
に
採
用
さ
れ
た
規
定
は
、
と
く
に
倒
産
法
上
の
内

容
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
詳
細
に
は
論
じ
な
い
。

（
27
）　K

indler/Sakka, EuZW
 2015, 460, 461. 

こ
の
点
に
つ
い
て
、

附
則
Ａ
に
お
い
て
こ
の
種
の
手
続
を
明
示
的
に
取
り
上
げ
る
必
要
が

あ
っ
た
の
か
は
疑
問
で
あ
る
。
取
り
上
げ
る
必
要
性
を
否
定
す
る
の

は
、Fritz, D

B 2015, 1882, 1883.

（
28
）　

基
本
と
な
る
判
例
と
し
て
、EuGH

, 2. 5. 2006 

︲ C-341/04 
(Eurofood), EuZW

 2006, 337.

（
29
）　EuGH

, 20. 10. 2011 

︲ C-396/09 (Interedil v. Intesa), 
EuZW

 2011, 912

を
参
照
の
こ
と
。

（
30
）　

フ
ォ
ー
ラ
ム
・
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
と
は
区
別
を
し
て
考
え
る
こ
と

に
賛
成
す
る
の
は
、
た
と
え
ば
、Fritz, D

B 2015, 1882, 1885.
（
31
）　

明
確
に
述
べ
る
の
は
、Fritz, D

B
 2015, 1882, 1885; 

Parzinger, N
ZI 2016, 63, 65.

（
32
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、V

allender, ZIP 2015, 1513, 1515 f. 
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を
参
照
の
こ
と
。

（
33
）　V

allender, ZIP 2015, 1513, 1516; W
im

m
er, jurisPR-InsR 

7/2015 A
nm

. 1, II.4.
（
34
）　

こ
の
こ
と
が
成
功
す
る
の
か
懐
疑
的
で
あ
る
と
述
べ
る
の
は
、

K
indler/Sakka, E

uZW
 2015, 460, 462. N

äher Frind/
Pannen, ZIP 2016, 398 ff.

（
35
）　

近
時
、
明
確
に
述
べ
る
の
は
、
た
と
え
ば
、B

G
H

, 10. 9. 
2015 

︲ IX
 ZR 304/13, ZIP 2015, 2331.

（
36
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
よ
り
詳
細
に
はH

au, M
asseanreicherung 

und Gläubigerschutz im
 Europäischen Insolvenzrecht – 

A
nfechtung, Eigenkapitalersatz und D

urchgriffshaftung, 
in: Gottw

ald, Europäisches Insolvenzrecht – K
ollektiver 

Rechtsschutz, 2008, S. 79

を
参
照
の
こ
と
。

（
37
）　EuGH

, 12. 2. 2009 

︲ C-339/07 (Seagon v. D
eko), EuZW

 
2009, 179.

（
38
）　EuGH

, 16. 1. 2014 

︲ C-328/12 (Schm
id v. H

ertel), N
JW

 
2014, 610; EuGH

, 4. 12. 2014 

︲ C-295/13 (G.T
. v. H

.K
.), 

EuZW
 2015, 141.

（
39
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
法
の
観
点
か
ら
列
挙
を
し
て
い
る

V
allender, ZIP 2015, 1513, 1517

を
参
照
の
こ
と
。
同
論
文
で

は
、
倒
産
法
八
一
条
が
関
係
す
る
同
法
二
四
条
に
基
づ
く
訴
訟
、
刑

法
二
八
三
条
以
下
が
関
係
す
る
民
法
八
二
三
条
二
項
に
基
づ
く
訴
訟
、

倒
産
法
九
二
条
お
よ
び
九
三
条
に
基
づ
く
訴
訟
、
債
権
表
記
載
債
権

の
確
定
を
求
め
る
訴
訟
、
倒
産
管
財
人
が
な
し
た
行
為
の
有
効
性
に

関
す
る
訴
訟
、
支
払
不
能
時
点
以
降
ま
た
は
債
務
超
過
確
定
時
以
降

に
な
さ
れ
た
金
銭
の
返
還
を
債
務
者
で
あ
る
企
業
の
経
営
者
に
対
し

て
求
め
る
倒
産
管
財
人
の
訴
訟
、
お
よ
び
、
倒
産
管
財
人
の
責
任
に

関
す
る
賠
償
請
求
を
求
め
る
訴
訟
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
40
）　

同
趣
旨
を
説
く
の
は
、V

allender, ZIP 2015, 1513, 1517; 
W

im
m

er, jurisPR-InsR 7/2015 A
nm

. 1, II.5.

（
41
）　

ド
イ
ツ
に
つ
い
て
は
、
倒
産
法
九
条
お
よ
び
以
下
を
参
照
の
こ

と
。w

w
w

.insolvenzbekanntm
achungen.de.

（
42
）　

以
下
を
参
照
の
こ
と
。https://e-justice.europa.eu/

content_insolvency_registers-110-de.do.

（
43
）　

詳
細
は
、Fehrenbach, H

aupt- und Sekundärinsolvenz-
verfahren – Zur sachgerechten V

erfahrenskoordination 
bei grenzüberschreitenden U

nternehm
ensinsolvenzen, 

2014

を
参
照
の
こ
と
。

（
44
）　

た
と
え
ば
、W

im
m

er, jurisPR-InsR 7/2015 A
nm

. 1, II.7.a

を
参
照
の
こ
と
。

（
45
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、M

ankow
ski, Zusicherungen 

zur V
erm

eidung von Sekundärinsolvenzen unter A
rt. 36 

EuInsV
O

 

︲ Synthetische Sekundärverfahren, N
ZI 2015, 

961

を
参
照
の
こ
と
。

（
46
）　

こ
の
専
門
用
語
に
つ
い
て
は
、Parzinger, N

ZI 2016, 63, 66
を
参
照
の
こ
と
。
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（
47
）　

ド
イ
ツ
に
つ
い
て
は
、
倒
産
法
二
四
四
条
を
参
照
の
こ
と
。

（
48
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、V

allender, ZIP 2015, 
1513, 1518

を
参
照
の
こ
と
。

（
49
）　

以
下
を
参
照
の
こ
と
。http://w

w
w

.uncitral.org/pdf/english/
texts/insolven/Practice_Guide_Ebook_eng.pdf.

（
50
）　

以
下
を
参
照
の
こ
と
。http://bobw

essels.nl/w
p/w

p-content/
uploads/2016/08/CoCo-T

ext-O
ctober-2007.pdf.

（
51
）　

従
前
の
法
状
況
に
つ
い
て
は
、M

äsch, in: R
auscher, 

Europäisches Zivilprozess- und K
ollisionsrecht, Band II, 

4. A
ufl. 2015, A

rt. 39 EG-InsV
O

 Rn. 8

だ
け
を
参
照
の
こ
と
。

（
52
）　

よ
り
詳
細
に
はEble, A

uf dem
 W

eg zu einem
 europäischen 

K
onzerninsolvenzrecht – D

ie „U
nternehm

ensgruppe

“ in 
der EuInsV

O
 2017, N

ZI 2016, 115

を
参
照
の
こ
と
。

（
53
）　

こ
の
こ
と
に
失
望
を
示
す
の
は
、
た
と
え
ば
、K

indler/
Sakka, EuZW

 2015, 460, 465.

（
54
）　EuGH

, 15. 12. 2011 

︲ C-191/10 (Rastelli v. H
idoux), 

EuZW
 2012, 153

を
参
照
の
こ
と
。

（
55
）　

た
と
え
ば
、
こ
の
こ
と
に
好
意
的
で
あ
る
の
は
、Dies begrüßen 

etw
a Fritz, D

B 2015, 1945 f.; K
indler/Sakka, EuZW

 2015, 
460, 466; V

allender, ZIP 2015, 1513, 1530.

（
56
）　

渉
外
関
係
に
つ
い
て
よ
り
詳
細
に
は
、W

im
m

er, jurisPR-
InsR 7/2015 A

nm
. 1, II.9.c

を
参
照
の
こ
と
。

（
57
）　

た
と
え
ば
、Parzinger, N

ZI 2016, 63, 67; V
allender, ZIP 

2015, 1513, 1530; W
im

m
er, jurisPR-InsR 7/2015 A

nm
. 1, 

II.9.e

を
参
照
の
こ
と
。

（
58
）　

こ
の
者
の
法
的
地
位
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、E

ble, D
er 

Gruppenkoordinator in der reform
ierten EuInsV

O
 – 

Bestellung, A
bberufung und H

aftung, ZIP 2016, 1619

を

参
照
の
こ
と
。

（
59
）　

同
じ
よ
う
な
意
見
表
明
と
し
て
、
た
と
え
ば
、K

indler/
Sakka, EuZW

 2015, 460, 466; V
allender, ZIP 2015, 1513, 

1516, 1521; W
im

m
er, jurisPR-InsR 7/2015 A

nm
. 1, III

を

参
照
の
こ
と
。

（
60
）　CO

M
 (2012) 742.

（
61
）　A

Bl. 2014 L 74/65. 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、G

ravenbrucher 
K

reis, V
orinsolvenzliches Sanierungsverfahren in 

D
eutschland?, ZIP 2016, 1208; Lürken, T

otgesagte leben 
länger 

︲ N
euer A

nstoß aus Brüssel für die Einführung 
eines vorinsolvenzlichen Sanierungsverfahrens, N

ZI 2015, 
3

を
参
照
の
こ
と
。

（
62
）　CO

M
 (2015) 468. 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、G

raf-Schlicker, 
D

er A
ktionsplan zur Schaffung einer K

apitalm
arktunion, 

Beilage zu ZIP 22/2016, 21; Schlegel, H
arm

onisierung des 
R

echtsrahm
ens für effiziente (vorinsolvenzliche) 

U
nternehm

enssanierung, D
B 2016, 819

を
参
照
の
こ
と
。

（
63
）　

こ
の
点
に
関
す
る
進
展
に
つ
い
て
は
、O

berham
m

er, 
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Internationales Insolvenzrecht – Status quo und 
Perspektiven, in: Gottw

ald/H
ess, Procedural Justice, 

2014, S. 1, 18 ff. 

だ
け
を
参
照
。


